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*主要な事業内容*、*主要な営業所および工場*

事業 主要な事業内容

プリンティング・アンド・ソリューションズ事業 プリンター、複合機、ラベルライター、ラベルプリンター、
スキャナーの製造・販売

インダストリアル・プリンティング事業 産業用印刷機器の製造・販売
マシナリー事業 工作機械、工業用ミシンの製造・販売
ニッセイ事業 減速機、歯車の製造・販売および不動産の賃貸
パーソナル・アンド・ホーム事業 家庭用ミシンの製造・販売

ネットワーク・アンド・コンテンツ事業（非継続事業） 業務用カラオケ機器の製造・販売・賃貸
およびコンテンツサービスの提供

その他事業 上記以外の製品の製造・販売および不動産の販売・賃貸

企業集団の現況に関する事項
主要な事業内容（2026年３月31日現在）

（注）当連結会計年度より、報告セグメントの区分方法を変更しました。また、ネットワーク・アンド・コンテンツ事業を非継続事業に分類しております。

名称 所在地
本社 名古屋市瑞穂区
東京支社 東京都中央区
技術開発センター 名古屋市瑞穂区
瑞穂工場 名古屋市瑞穂区
星崎工場 名古屋市南区
桃園工場 名古屋市瑞穂区
刈谷工場 愛知県刈谷市
物流センター 名古屋市南区
港第１倉庫 名古屋市港区

主要な営業所および工場（2026年３月31日現在）
① 当社

② 重要な子会社
　事業報告の企業集団の現況に関する事項「重要な子会社および企業結合等の状況」をご参照ください。
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*使用人の状況*、*主要な借入先*

事業 使用人数 前連結会計年度末比増減
プリンティング・アンド・ソリューションズ事業 26,553名 2,078名（減）
インダストリアル・プリンティング事業 4,433名 717名（増）
マシナリー事業 1,746名 99名（増）
ニッセイ事業 873名 24名（減）
パーソナル・アンド・ホーム事業 2,748名 188名（減）
ネットワーク・アンド・コンテンツ事業（非継続事業） 1,287名 1,892名（減）
その他事業 1,095名 31名（増）
全社（共通） 760名 29名（増）

合計 39,495名 3,306名（減）

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数
3,997名 94名（増） 43.6歳 13.9年

使用人の状況（2026年３月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

(注) １. 使用人数には、パートタイマー、期間従業員等を含んでおり、臨時使用人（主に派遣社員）は含みません。
２. 当連結会計年度より、報告セグメントの区分方法を変更しました。前連結会計年度末比増減は、変更後のセグメント区分に組み替えた

数値で記載しています。また、ネットワーク・アンド・コンテンツ事業を非継続事業に分類しております。
３. インダストリアル・プリンティング事業の使用人数が前連結会計年度末と比べて717名増加しておりますが、その主な理由はMUTOH

ホールディングス株式会社及びその子会社を連結子会社化したことに伴うものです。ネットワーク・アンド・コンテンツ事業の使用人
数が前連結会計年度末と比べて1,892名減少しておりますが、その主な理由はカラオケ店舗事業等を譲渡したことに伴うものです。

② 当社の使用人の状況

(注)  使用人数は、受入出向者（13名）を含め、出向者（320名）を除いた期末就業人数で表示しています。

借入先 借入金残高
株式会社三井住友銀行 400百万円
National Westminster Bank Plc 391百万円
株式会社十六銀行 200百万円

主要な借入先（2026年３月31日現在）

－ 2 －
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*会社の株式に関する事項*

会社の株式に関する事項 (2026年３月31日現在)
① 発行可能株式総数 600,000,000株
② 発行済株式の総数 249,630,964株

（自己株式8,124,966株を除く）
③ 株主数 20,200名
④ 大株主（上位10名）

株主名 持株数 持株比率
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 35,144千株 14.08％
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 13,375 5.36
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 12,952 5.19
日本生命保険相互会社 8,848 3.54
株式会社三井住友銀行 4,973 1.99
ブラザーグループ従業員持株会 4,750 1.90
住友生命保険相互会社 4,499 1.80
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 4,105 1.64
JP MORGAN CHASE BANK 385781 3,435 1.38
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 3,318 1.33
(注)  持株比率は、自己株式を控除して計算しています。なお、自己株式（8,124,966株）には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式

（374,638株）は含んでおりません。

個人その他
16.24％ 金融機関

32.47％

証券会社
5.90％外国法人等

36.20％ その他の法人
9.19％

2026年
３月31日

［ご参考］
株式分布状況

所有者別状況
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*会社の新株予約権等に関する事項*

名称 発行決議日 新株予約権
の数

新株予約権の
目的となる
株式の種類と数

新株予約権
の払込金額

新株予約権の
行使に際して
出資される
財産の価額

行使期間 行使の条件
役員の保有状況

取締役
（社外取締役を除く）

2007年３月発行
新株予約権

2007年
２月22日 46個

普通株式
46,000株

(新株予約権１個
につき1,000株)

(注) １．
新株予約権
１個当たり

1,000円
(１株当たり１円)

2007年
３月20日から
2037年
３月19日まで

(注) ２．
新株予約権の数
目的となる株式数
保 有 者 数

：7個
：7,000株
：１名

2008年３月発行
新株予約権

2008年
２月28日 651個

普通株式
65,100株

(新株予約権１個
につき100株)

(注) １．
新株予約権
１個当たり

100円
(１株当たり１円)

2008年
３月25日から
2038年
３月24日まで

(注) ２．
新株予約権の数
目的となる株式数
保 有 者 数

：188個
：18,800株
：１名

2009年３月発行
新株予約権

2009年
２月26日 1,145個

普通株式
114,500株

(新株予約権１個
につき100株)

(注) １．
新株予約権
１個当たり

100円
(１株当たり１円)

2009年
３月24日から
2039年
３月23日まで

(注) ２．
新株予約権の数
目的となる株式数
保 有 者 数

：359個
：35,900株
：１名

2010年３月発行
新株予約権

2010年
２月25日 519個

普通株式
51,900株

(新株予約権１個
につき100株)

(注) １．
新株予約権
１個当たり

100円
(１株当たり１円)

2010年
３月24日から
2040年
３月23日まで

(注) ２．
新株予約権の数
目的となる株式数
保 有 者 数
(注) ３．

：210個
：21,000株
：１名

2011年３月発行
新株予約権

2011年
２月28日 432個

普通株式
43,200株

(新株予約権１個
につき100株)

(注) １．
新株予約権
１個当たり

100円
(１株当たり１円)

2011年
３月24日から
2041年
３月23日まで

(注) ２．
新株予約権の数
目的となる株式数
保 有 者 数
(注) ３．

：175個
：17,500株
：１名

2012年３月発行
新株予約権

2012年
２月29日 446個

普通株式
44,600株

(新株予約権１個
につき100株)

(注) １．
新株予約権
１個当たり

100円
(１株当たり１円)

2012年
３月24日から
2042年
３月23日まで

(注) ２．
新株予約権の数
目的となる株式数
保 有 者 数
(注) ３．

：249個
：24,900株
：２名

2013年３月発行
新株予約権

2013年
２月25日 366個

普通株式
36,600株

(新株予約権１個
につき100株)

(注) １．
新株予約権
１個当たり

100円
(１株当たり１円)

2013年
３月22日から
2043年
３月21日まで

(注) ２．
新株予約権の数
目的となる株式数
保 有 者 数
(注) ３．

：275個
：27,500株
：２名

2014年３月発行
新株予約権

2014年
３月４日 308個

普通株式
30,800株

(新株予約権１個
につき100株)

(注) １．
新株予約権
１個当たり

100円
(１株当たり１円)

2014年
３月28日から
2044年
３月27日まで

(注) ２．
新株予約権の数
目的となる株式数
保 有 者 数
(注) ３．

：196個
：19,600株
：２名

2015年３月発行
新株予約権

2015年
２月23日 373個

普通株式
37,300株

(新株予約権１個
につき100株)

(注) １．
新株予約権
１個当たり

100円
(１株当たり１円)

2015年
３月19日から
2045年
３月18日まで

(注) ２．
新株予約権の数
目的となる株式数
保 有 者 数
(注) ３．

：166個
：16,600株
：２名

2016年３月発行
新株予約権

2016年
３月１日 522個

普通株式
52,200株

(新株予約権１個
につき100株)

(注) １．
新株予約権
１個当たり

100円
(１株当たり１円)

2016年
３月25日から
2046年
３月24日まで

(注) ２．
新株予約権の数
目的となる株式数
保 有 者 数
(注) ３．

：327個
：32,700株
：４名

会社の新株予約権等に関する事項
⑴ 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況
（2026年３月31日現在）
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*会社の新株予約権等に関する事項*

名称 発行決議日 新株予約権
の数

新株予約権の
目的となる
株式の種類と数

新株予約権
の払込金額

新株予約権の
行使に際して
出資される
財産の価額

行使期間 行使の条件
役員の保有状況

取締役
（社外取締役を除く）

2017年３月発行
新株予約権

2017年
３月１日 297個

普通株式
29,700株

(新株予約権１個
につき100株)

(注) １．
新株予約権
１個当たり

100円
(１株当たり１円)

2017年
３月25日から
2047年
３月24日まで

(注) ２．
新株予約権の数
目的となる株式数
保 有 者 数
(注) ３．

：203個
：20,300株
：５名

2018年３月発行
新株予約権

2018年
３月１日 283個

普通株式
28,300株

(新株予約権１個
につき100株)

(注) １．
新株予約権
１個当たり

100円
(１株当たり１円)

2018年
３月27日から
2048年
３月26日まで

(注) ２．
新株予約権の数
目的となる株式数
保 有 者 数

：174個
：17,400株
：５名

2018年７月発行
新株予約権

2018年
６月26日 379個

普通株式
37,900株

(新株予約権１個
につき100株)

(注) １．
新株予約権
１個当たり

100円
(１株当たり１円)

2018年
７月20日から
2048年
７月19日まで

(注) ２．
新株予約権の数
目的となる株式数
保 有 者 数

：183個
：18,300株
：５名

2019年７月発行
新株予約権

2019年
６月24日 414個

普通株式
41,400株

(新株予約権１個
につき100株)

(注) １．
新株予約権
１個当たり

100円
(１株当たり１円)

2019年
７月18日から
2049年
７月17日まで

(注) ２．
新株予約権の数
目的となる株式数
保 有 者 数

：219個
：21,900株
：５名

2020年７月発行
新株予約権

2020年
６月24日 391個

普通株式
39,100株

(新株予約権１個
につき100株)

(注) １．
新株予約権
１個当たり

100円
(１株当たり１円)

2020年
７月18日から
2050年
７月17日まで

(注) ２．
新株予約権の数
目的となる株式数
保 有 者 数

：214個
：21,400株
：５名

2021年７月発行
新株予約権

2021年
６月23日 351個

普通株式
35,100株

(新株予約権１個
につき100株)

(注) １．
新株予約権
１個当たり

100円
(１株当たり１円)

2021年
７月17日から
2051年
７月16日まで

(注) ２．
新株予約権の数
目的となる株式数
保 有 者 数

：238個
：23,800株
：５名

(注) １. 新株予約権と引換えに払込は要しません。
２. 左記の行使期間にかかわらず、新株予約権者は当社および当社子会社ならびにそれらがその総株主の議決権の40％以上を有する会社

の取締役、監査役、執行役員および理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から１年を経過した日から起算して５年を経過する日ま
での間に限り新株予約権を行使できます。

３. 上記の新株予約権の数は、当社の執行役員（グループ執行役員を含む）の地位にあったときに付与されたものを含んでいます。

⑵ 当期中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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*会社役員に関する事項*

区分 氏名 重要な兼職先 当社との関係

取締役 白 井 　 文
三洋化成工業株式会社 取引関係はありません。
株式会社ロイヤルホテル 取引関係はありません。

取締役 日 髙 直 輝 ナブテスコ株式会社 取引関係はありません。

監査役 山 田 　 昭
スリーフィールズ合同会社 取引関係はありません。
株式会社アミファ 取引関係はありません。

監査役 松 本 千 佳 ノリタケ株式会社 取引関係はありません。

監査役 赤 松 育 子

株式会社トップス 取引関係はありません。
株式会社SBI新生銀行 取引関係はありません。
東洋製罐グループホールディ
ングス株式会社 取引関係はありません。

日本化薬株式会社 取引関係はありません。

会社役員に関する事項
役員等賠償責任保険契約の概要
　当社は、優秀な人材の確保ならびに職務の執行における萎縮の防止のため、会社法第430条の３第１項に規定する
役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求がなされたことによって被保
険者が負担する損害賠償金・争訟費用等を当該保険契約により補填することにしています。ただし、被保険者の職務
の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた
損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。
　当該保険契約の個人被保険者は、当社および特定の当社子会社の取締役・監査役・執行役員・管理監督を行う従業
員です。保険料は当社が全額負担し、各被保険者は保険料を負担していません。

社外役員に関する事項
① 当社と重要な兼職先との関係
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*会社役員に関する事項*

氏名 出席状況、発言状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

竹 内 敬 介

当期に開催された取締役会13回のうち11回に出席しました。
日揮株式会社の社長および会長を歴任するなど、グローバル企業グループの経営に携わった経歴からの豊富な経験と見識を活か
し、当社経営陣から独立した立場および視点から当社取締役会において積極的な発言を行うなど、当社の社外取締役として経営
に対する助言、業務執行に対する監督など適切な役割を果たしました。また、指名委員会委員長および報酬委員会委員としてこ
れらの委員会に出席し、積極的に意見を述べました。特に、社長を始めとする取締役候補者の決定等に当たっては、指名委員会
委員長として、その検討プロセスにおいて主導的役割を務めました。

白 井 　 文

当期に開催された取締役会13回のすべてに出席しました。
メーカー各社の社外取締役としての経歴に加え、地方行政のトップマネジメントならびに組織のダイバーシティ化を積極的に推
進した経歴からの豊富な経験と見識を活かし、当社経営陣から独立した立場および視点から当社取締役会において積極的な発言
を行うなど、当社の社外取締役として経営に対する助言、業務執行に対する監督など適切な役割を果たしました。また、指名委
員会委員および報酬委員会委員としてこれらの委員会に出席し、積極的に意見を述べました。

内 田 和 成

当期に開催された取締役会13回のすべてに出席しました。
ボストン・コンサルティング・グループ日本代表としての企業経営にかかる幅広い知見に加え、各社の社外取締役および社外監
査役として企業経営に関わった経歴からの豊富な経験と見識を活かし、当社経営陣から独立した立場および視点から当社取締役
会において積極的な発言を行うなど、当社の社外取締役として経営に対する助言、業務執行に対する監督など適切な役割を果た
しました。また、報酬委員会委員長および指名委員会委員としてこれらの委員会に出席し、積極的な意見を述べました。特に、
取締役報酬の改定案等の決定に当たっては、報酬委員会委員長として、その検討プロセスにおいて主導的役割を務めました。

日 髙 直 輝

当期に開催された取締役会13回のうち12回に出席しました。
住友商事株式会社の海外拠点責任者ならびに同社副社長を歴任するなど、グローバル企業グループの経営に携わった経歴からの
豊富な経験と見識を活かし、当社経営陣から独立した立場および視点から当社取締役会において積極的な発言を行うなど、当社
の社外取締役として経営に対する助言、業務執行に対する監督など適切な役割を果たしました。また、指名委員会委員および報
酬委員会委員としてこれらの委員会に出席し、積極的に意見を述べました。

宮 木 正 彦

当期に開催された取締役会13回のすべてに出席しました。
株式会社デンソーの副社長を歴任するなど、グローバル企業グループの経営に携わった経歴からの豊富な経験、実績および見識
を活かし、当社経営陣から独立した立場および視点から当社取締役会において積極的な発言を行うなど、当社の社外取締役とし
て経営に対する助言、業務執行に対する監督など適切な役割を果たしました。また、指名委員会委員および報酬委員会委員とし
てこれらの委員会に出席し、積極的に意見を述べました。

氏名 出席状況
山 田 　 昭 当期に開催された取締役会13回のうち12回に、また監査役会12回のすべてに出席しました。
松 本 千 佳 当期に開催された取締役会13回のすべてに、また監査役会12回のすべてに出席しました。

赤 松 育 子 2025年６月の社外監査役就任後に開催された取締役会11回のすべてに、また監査役会10回のすべてに出席しま
した。

② 当期における社外取締役の主な活動状況

③ 当期における社外監査役の主な活動状況

　各社外監査役は、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を積極的に
行っています。また、監査役会において、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について必要な
発言を積極的に行っています。
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*会計監査人に関する事項*

監査証明業務に基づく報酬 非監査業務に基づく報酬
当社 150百万円 －百万円
連結子会社 85百万円 －百万円
合計 236百万円 －百万円

会計監査人に関する事項
① 名称　　　　　　　 有限責任監査法人トーマツ
② 報酬等の額

(注) １. 当社の重要な子会社のうち、海外の子会社につきましては有限責任監査法人トーマツ以外の公認会計士または監査法人（当該子会社が
存在する国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査（当該子会社が存在する国における会社法または金融商品
取引法の法律に相当する法令を含む）を受けています。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況等を勘案し、報酬見積の算出根拠が適切であるかどうかについて
必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしました。

３. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬額を明確に区分しておら
ず、実質的にも区分できませんので、当期に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しています。

③ 非監査業務の内容
該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると判断した場合は、監査役全員の

同意により解任します。会計監査人を解任したときは、監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集される株
主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。

また、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会の決議に
より、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とします。
⑤ 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人有限責任監査法人トーマツは、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結
していません。
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*会社の体制および方針に関する事項*

会社の体制および方針に関する事項
⑴ 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業

務の適正を確保するための体制
　当社は、企業行動憲章「ブラザーグループグローバル憲章」に基づき、企業価値の継続的な向上とすべてのス
テークホルダーから尊敬される企業グループの基盤を構築するため、以下のとおりブラザーグループの業務の適
正を確保するための体制に関する基本方針を定めております。この基本方針は、経営環境の変化等に対応し、不
断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ効率的な体制の整備に努めるものとします。

 1) コンプライアンス体制
① 役員・使用人等の法令等の順守について、企業行動憲章・ブラザーグループ社会的責任に関する基本原則を定め

ております。また、取締役会規則・社内規程等を設け、取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合す
ることを確保する体制をとっております。

② 代表取締役社長（または指名する執行役員）を長とするコンプライアンス委員会を設置し、また、コンプライア
ンス専任者を任命して、グループにおけるコンプライアンス活動（教育啓蒙活動、相談通報窓口運営）を統括し
ております。

③ グループ会社の役員・使用人等に対して、コンプライアンスの研修等を実施し、コンプライアンス意識のさらな
る浸透を図っております。

④ コンプライアンス委員会においてコンプライアンス相談通報窓口を運営し、グループ会社の役員・使用人等から
の相談通報を受け付けて、その重要度・緊急度等に応じて対応しております。また、ブラザーグループの経営に
重要な影響をおよぼすコンプライアンス上のリスクが発生したもしくは発生が予見された場合には、コンプライ
アンス委員会において対応方針を協議・決定し、速やかに対応を実施することとしております。

⑤ 行動基準において反社会的勢力・団体との関係を遮断する基本方針を示し、外部専門家と連携しながら、不当要
求に対して毅然とした姿勢で対応する体制を構築しております。

⑥ 本社部門に加え、主要なグループ子会社に法務部門・担当者を設置するとともに、取締役・使用人等へ法令教育
活動を必要に応じて行っております。

 2) 取締役の職務執行に関する情報の保存・管理の体制
　取締役の職務執行に係る情報は、文書等（電子データを含む）で保存し、情報管理委員会を設け、社内規程に従い
適切に保存・管理する体制をとっております。また、監査役・内部監査部が文書等の閲覧・複写を求めたときは、い
つでもその求めに応じております。
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*会社の体制および方針に関する事項*

 3) リスク管理体制
① 代表取締役社長を長とするリスク管理委員会を設置し、ブラザーグループの総合的なリスク管理体制の整備等を

行っております。また、その実施状況については定期的に取締役会に報告を行う体制をとっております。
② 事業リスクについては、各部門ならびにグループ子会社のリスク責任者を中心に評価・対応等を行う体制を構築

し、また、グループ全般にかかわる重要なリスクについてはリスク管理委員会において評価・対応状況等の管理
を行っております。

③ リスク管理委員会の下部組織として、コンプライアンス・製品安全・安全保障貿易・情報管理・環境法規・安全
衛生・防災・サプライチェーンといった個別リスクについては委員会を設置し、代表取締役社長（または指名す
る執行役員）が対応責任者として、リスクの把握と逓減、ならびにリスク顕在化時の対応を行っていくリスク管
理体制をとっております。特に、製品安全については、より安全な製品をお客様に提供するため、「製品安全に
関する基本方針」および「製品安全自主行動計画」を定めております。

④ 経営に重大な影響を与える不測の事態が発生した場合は、リスク管理委員長のもと機動的な対応を行う危機管理
体制を構築することとしております。

⑤ 内部監査部は、代表取締役社長の指示により、当社の各部門・グループ子会社のリスク対応状況を検証し、代表
取締役社長・監査役に報告しております。

 4) 取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 執行役員制度を設け、業務執行と監督を分離しガバナンス強化を図るとともに、事業部制を採用し、迅速な意思

決定と業務執行を行える体制をとっております。
② 取締役会は、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じ開催される臨時取締役会において、経営上の重要事項の決

定と業務執行の監督を行っております。また、役付執行役員を中心に構成される戦略会議を毎月開催し、ブラザ
ーグループの経営戦略や予算の立案および重要な業務執行の審議等を機動的に行う体制をとっております。

③ 取締役会規則・社内規程等を設け、権限委譲・担当業務の範囲の明確化により、取締役の職務の執行が効率的に
行われる体制をとっております。

④ 社内規程・グループ規程を制定し、グループ子会社に対して当社に事前承認すべき事項および報告事項等を定め
ることにより、グループ子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制をとっておりま
す。

 5) グループガバナンス体制
① 統一的なグループガバナンス体制構築のため、企業行動憲章・グループ規程・社内規程等を定めるとともに、当

社における管理部門がグループ子会社各社の重要な業務執行状況を把握する統一的なグループガバナンス体制を
構築しております。
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*会社の体制および方針に関する事項*

② 連結財務諸表等の財務報告については、信頼性を確保するための体制整備と運用をグループ全体にわたって推進
しております。また、毎年、維持・改善をしてまいります。

③ 主要なグループ子会社には当社役員・執行役員・使用人を当該会社の役員として派遣することで、グループ子会
社の管理・監督を行っております。

④ 監査役・内部監査部によるグループ子会社への定期的な監査実施の体制を構築しております。
⑤ グループ子会社自身のガバナンス体制構築のため、組織の構築、社内規程の制定を求めております。

 6) 監査役会の職務を補助すべき使用人に関する事項
　監査役会の要請に応じ、その職務を補助するため、監査役室を設置し、監査役直属の使用人を数名置いておりま
す。

 7) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項および前号の使用人に対する指示の実効性に関する
事項

　監査役室の人事異動についてはあらかじめ監査役の同意を得て行い、また、その人事評価は監査役が行っておりま
す。

 8) 監査役への報告に関する体制および報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受
けないことを確保するための体制

　ブラザーグループの取締役および使用人等が不正の行為、法令・定款に違反する行為およびそのおそれのある事実
その他監査役会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項について、適時に監査役に報告することと
しております。また監査役に報告した者が、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保しており
ます。

 9) 監査役の職務の執行について生ずる費用に関する事項
　監査役の立案する監査活動等に必要な費用の計画に基づき、その費用を適時前払または償還しております。また、
立案された計画以上の費用が必要な場合は、監査役から代表取締役または取締役会への要請に応じて追加します。

 10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 常勤の監査役は、戦略会議その他重要な会議・委員会に出席しております。
② 監査役は、定期的に、代表取締役社長および他の取締役、執行役員、会計監査人ならびに内部監査部と意見交換

を行い、また、グループ子会社監査役と定期的な連絡会を開催するとともに、随時情報交換しております。
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*会社の体制および方針に関する事項*

⑵ 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業
務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は前述の基本方針に基づいて、体制の整備とその適切な運用に努めております。当期における当該体制の
運用状況の概要は以下のとおりです。

 1) コンプライアンス体制
　コンプライアンスを担当する部門が主導し、当社および各グループ子会社における教育啓蒙活動やコンプライアン
ス相談通報窓口運営を推進しました。なお、コンプライアンス委員会を８回開催しました。

 2) リスク管理体制
・リスク管理委員会を３回開催し、各部門ならびにグループ子会社のリスク責任者から収集した情報に基づき、ブラ

ザーグループの重要リスクの選定と対応策の検討を行いました。
・コンプライアンス・製品安全・安全保障貿易・情報管理・環境法規・安全衛生・防災・サプライチェーンといった

個別リスクの各委員会を定期的または臨時に開催し、各リスクの把握と逓減、ならびにリスク顕在化時の対応を行
いました。

 3) グループガバナンス体制
・グループ規程・社内規程等に基づき、関係会社に関する管理項目（事前承認事項・報告事項）について、当社に対

し付議・報告がなされ、グループ子会社各社の重要な業務執行状況を把握しております。
・当期の計画に従い、国内外のグループ子会社に対し、監査役または内部監査部による監査を実施しました。

 4) 取締役等の職務執行
　役付執行役員を中心に構成される戦略会議を51回開催し、ブラザーグループの経営戦略や予算の立案および重要
な業務執行の審議等を機動的に行い、取締役会に適宜報告しました。また、取締役会を13回開催し、経営上の重要
事項の決定と業務執行の監督を行いました。

 5) 監査役の職務執行
　監査役会で定めた当期の監査計画の基本方針に従い、取締役会、戦略会議およびリスク管理委員会等重要な会議・
委員会への出席、ならびに代表取締役社長、他の取締役、執行役員、会計監査人、内部監査部、グループ子会社の監
査役（監査役に相当する者を含む）と定期的に、または随時、意見交換を行いました。
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*会社の体制および方針に関する事項*

⑶ 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、将来の成長のために必要な内部留保の確保やキャッシュ・フローの状況などを総合的に勘案しつつ、
安定的かつ継続的な株主還元を行うことを基本方針としております。
　2025年度を初年度とする中期戦略「CS B2027」においては、１株当たり年間100円の配当を下限水準と
し、配当性向40％を目安として還元します。これまでの増配・維持の流れを引き継ぎながら、さらに強化してい
く予定です。
　また３年間で合計600億円の自己株式取得を計画しています。加えて、業績等の状況に応じて追加還元を検討
します。
　2026年３月期の配当金につきましては、期末配当を１株当たり50円とし、すでに実施済みの中間期末配当
（１株当たり50円）とあわせ、2025年３月期と同額の１株当たり年間100円といたします。

－ 13 －
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*連結持分変動計算書*

科目

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の資本の
構成要素

在外営業
活動体の
換算差額

2025年４月１日時点の残高 19,209 17,996 612,589 △3,393 44,988

当期利益 －  －  67,624  －  －

その他の包括利益 －  －  －  － 44,690

当期包括利益合計 － － 67,624 － 44,690

自己株式の取得 － － － △18,468 －

自己株式の処分 － △129 － 129 －

配当金 － － △25,469 － －

株式に基づく報酬取引 － 174 － － －

企業結合による変動 － － － － －

その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替 － － 3,335 － －

所有者との取引額等合計 － 44 △22,134 △18,338 －

2026年３月31日時点の残高 19,209 18,041 658,080 △21,732 89,678

連結持分変動計算書
当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（単位：百万円）

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 14 －
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*連結持分変動計算書*

科目

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 合計

その他の資本の構成要素

合計
その他の包括
利益を通じて
公正価値で測
定する資本性
金融商品

確定給付負債
（資産）の純
額の再測定

合計

2025年４月１日時点の残高 － － 44,988 691,390 81 691,472

当期利益  －  － － 67,624 16 67,641

その他の包括利益 2,099 1,235 48,025 48,025 1 48,027

当期包括利益合計 2,099 1,235 48,025 115,650 18 115,668

自己株式の取得 － － － △18,468 － △18,468

自己株式の処分 － － － 0 － 0

配当金 － － － △25,469 △8 △25,477

株式に基づく報酬取引 － － － 174 － 174

企業結合による変動 － － － － 3,994 3,994

その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替 △2,099 △1,235 △3,335 － － －

所有者との取引額等合計 △2,099 △1,235 △3,335 △43,763 3,986 △39,776

2026年３月31日時点の残高 － － 89,678 763,277 4,086 767,363

（単位：百万円）

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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*連結持分変動計算書*

科目

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の資本の
構成要素

在外営業
活動体の
換算差額

2024年４月１日時点の残高 19,209 17,920 584,293 △3,443 50,066

当期利益 －  －  54,778  －  －

その他の包括利益 －  －  －  － △5,078

当期包括利益合計 － － 54,778 － △5,078

自己株式の取得 － － － △8 －

自己株式の処分 － △97 － 97 －

配当金 － － △25,623 － －

株式に基づく報酬取引 － 172 － － －

その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替 － － △858 － －

その他 － － － △40 －

所有者との取引額等合計 － 75 △26,482 49 －

2025年３月31日時点の残高 19,209 17,996 612,589 △3,393 44,988

前連結会計年度（ご参考）（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）
（単位：百万円）

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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*連結持分変動計算書*

科目

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 合計

その他の資本の構成要素

合計
その他の包括
利益を通じて
公正価値で測
定する資本性
金融商品

確定給付負債
（資産）の純
額の再測定

合計

2024年４月１日時点の残高 － － 50,066 668,047 73 668,121

当期利益  －  － － 54,778 14 54,792

その他の包括利益 137 △995 △5,936 △5,936 1 △5,935

当期包括利益合計 137 △995 △5,936 48,841 15 48,856

自己株式の取得 － － － △8 － △8

自己株式の処分 － － － 0 － 0

配当金 － － － △25,623 △7 △25,631

株式に基づく報酬取引 － － － 172 － 172

その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替 △137 995 858 － － －

その他 － － － △40 － △40

所有者との取引額等合計 △137 995 858 △25,498 △7 △25,506

2025年３月31日時点の残高 － － 44,988 691,390 81 691,472

（単位：百万円）

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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*連結注記表タイトル*、*連結計算書類作成のための基本となる重要な事項*

連結注記表
（記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております）

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1) 連結計算書類の作成基準

当社及びその子会社（以下、「当社グループ」）の連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定によ
り、国際会計基準（以下、「IFRS会計基準」） に準拠して作成しております。ただし、連結計算書類は同項後段
の規定により、IFRS会計基準で求められる開示項目の一部を省略しております。

(2) 連結の範囲に関する事項
連結子会社の数　　　　　　　　120社
主要な連結子会社の名称

ブラザー販売㈱、ブラザーインターナショナル㈱、ブラザーインターナショナルコーポレーション
（U.S.A.）、ブラザーインダストリーズ（U.S.A.）、ブラザーインダストリーズ（U.K.）、ブラザーインター
ナショナル（ヨーロッパ）、兄弟国際（香港）有限公司、㈱エクシング、㈱ニッセイ、ドミノプリンティング
サイエンス、ＭＵＴＯＨホールディングス㈱、武藤工業㈱

連結範囲の変更
（新規）17社
・当連結会計年度に新たに株式を取得したことに伴い、ＭＵＴＯＨホールディングス㈱及びその子会社13社、

Busche Romania S.R.L.を連結子会社に含めています。
・当連結会計年度に新たに子会社として設立した㈱BuddyBoard及びXING Music Solutions Inc.を連結子会社

に含めています。

(3) 持分法の適用に関する事項
持分法適用の関連会社の数　　　７社
主要な会社の名称

昭和精機㈱

持分法適用範囲の変更
（新規）１社
・当連結会計年度に新たに株式を取得したことに伴い、㈱JOYSOUNDコミュニケーションズを関連会社に含め

ています。

－ 18 －
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*連結注記表タイトル*、*連結計算書類作成のための基本となる重要な事項*

(4) 会計方針に関する事項
1）連結の基礎
①　子会社

子会社とは、当社グループにより支配されている企業をいいます。当社グループがある企業への関与により
生じる変動リターンに対するエクスポージャー又は権利を有し、かつ、当該企業に対するパワーにより当該リ
ターンに影響を及ぼす能力を有している場合に、当社グループは当該企業を支配していると判断しておりま
す。

子会社の計算書類は、当社グループが支配を獲得した日から支配を喪失する日まで、連結の対象に含めてお
ります。

子会社が適用する会計方針が当社グループの適用する会計方針と異なる場合には、必要に応じて当該子会社
の計算書類に調整を加えております。当社グループ間の債権債務残高及び内部取引高、並びに当社グループ間
の取引から発生した未実現損益は、連結計算書類の作成に際して消去しております。

子会社持分を一部処分した際、支配が継続する場合には、資本取引として会計処理しております。非支配持
分の調整額と対価の公正価値との差額は、親会社の所有者に帰属する持分として資本に直接認識されておりま
す。

支配を喪失した場合には、支配の喪失から生じた利得又は損失は純損益で認識しております。

②　関連会社及び共同支配企業
関連会社とは、当社グループが当該企業に対し、財務及び営業の方針に重要な影響力を有しているものの、

支配又は共同支配をしていない企業をいいます。
共同支配企業とは、複数の当事者が共同支配により重要な経済活動を行う契約上の取決めに基づいている企

業をいいます。
関連会社への投資は持分法により会計処理しております。持分法の下では、投資は当初は原価で計上され、

その後は関連会社の純資産に対する連結会社の持分の取得後の変動に応じて投資額を変動させております。関
連会社に対する投資には、取得に際して認識されたのれん（減損損失累計額控除後）が含まれており、償却は
しておりません。

関連会社が適用する会計方針が当社グループの適用する会計方針と異なる場合には、必要に応じて当該関連
会社の計算書類に調整を加えております。

－ 19 －
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*連結注記表タイトル*、*連結計算書類作成のための基本となる重要な事項*

2）企業結合
企業結合は取得法を用いて会計処理しております。取得対価は、被取得企業の支配と交換に譲渡した資産、引

き受けた負債及び当社グループが発行する資本性金融商品の取得日の公正価値の合計として測定されます。取得
対価、非支配持分の金額、及び取得企業が以前に保有していた被取得企業の資本持分の公正価値の合計額が識別
可能な資産及び負債の正味の公正価値を超過する場合は、その差額を連結財政状態計算書においてのれんとして
計上しております。反対に下回る場合には、その差額を直ちに連結損益計算書において収益として計上しており
ます。

仲介手数料、弁護士費用、デュー・デリジェンス費用等の、企業結合に関連して発生する取得関連コストは、
発生時に費用処理しております。

非支配持分は、公正価値又は被取得企業の識別可能資産に対する非支配持分の比例割合で測定しています。こ
の測定方法の選択は取引ごとに行っております。

企業結合の当初の会計処理が、企業結合が発生した連結会計年度末までに完了していない場合は、完了してい
ない項目を暫定的な金額で報告しております。取得日時点に存在していた事実と状況を、取得日当初に把握して
いたとしたら認識される金額の測定に影響を与えていたと判断される期間（以下、「測定期間」）に入手した場
合、その情報を反映して、取得日に認識した暫定的な金額を遡及的に修正しております。新たに得た情報が、資
産と負債の新たな認識をもたらす場合には、追加の資産と負債を認識しております。測定期間は最長で１年間で
あります。

非支配持分の追加取得については、資本取引として会計処理しているため、当該取引からのれんは認識してお
りません。段階的に行われる企業結合の場合、以前より保有していた被取得企業の持分は支配獲得日の公正価値
で再測定し、発生した利得又は損失は純損益で認識しております。

被取得企業における識別可能な資産及び負債は、以下を除いて、取得日の公正価値で測定しております。
・繰延税金資産及び繰延税金負債及び従業員給付契約に関連する資産又は負債は、国際会計基準第12号「法

人所得税」及び国際会計基準第19号「従業員給付」に従って測定しております。
・被取得企業の株式に基づく報酬契約を置き換える、当社グループが発行する負債もしくは資本性金融商品

は、国際財務報告基準第２号「株式に基づく報酬」に従って測定しております。
・国際財務報告基準第５号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」に従って売却目的に分類される

資産又は処分グループは当該基準書に従って測定しております。

－ 20 －
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*連結注記表タイトル*、*連結計算書類作成のための基本となる重要な事項*

3）外貨換算
①　外貨建取引

外貨建取引は、取引日の為替レートで当社グループの各社の機能通貨に換算しております。
期末日における外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日の為替レートで機能通貨に換算しております。
公正価値で測定される外貨建非貨幣性資産及び負債は、当該公正価値の算定日における為替レートで機能通

貨に換算しております。
換算又は決済により生じる換算差額は、純損益として認識し、連結損益計算書において「その他の収益」又

は「その他の費用」に計上しております。ただし、財務活動に係る換算差額は連結損益計算書において「金融
収益」又は「金融費用」に計上しております。なお、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資
産、及びキャッシュ・フロー・ヘッジから生じる換算差額については、その他の包括利益として認識しており
ます。

②　在外営業活動体の計算書類
在外営業活動体の資産及び負債については期末日の為替レート、収益及び費用については著しい変動のない

限り平均為替レートを用いて日本円に換算しております。在外営業活動体の計算書類の換算から生じる換算差
額は、その他の包括利益に「在外営業活動体の換算差額」として認識しており、累計額は資本の「その他の資
本の構成要素」に分類しております。在外営業活動体の換算差額は、在外営業活動体が処分された期間に純損
益として振替えられます。

在外営業活動体の取得により生じたのれん及び公正価値修正は、報告期間末時点での在外営業活動体の資産
及び負債として換算を行い、換算差額は、その他の包括利益に「在外営業活動体の換算差額」として認識して
おり、累計額は資本の「その他の資本の構成要素」に分類されます。

－ 21 －
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*連結注記表タイトル*、*連結計算書類作成のための基本となる重要な事項*

4）金融商品
①　金融資産
（ⅰ）当初認識及び測定

当社グループは、金融資産について、純損益又はその他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資
産、償却原価で測定される金融資産に分類しております。この分類は、当初認識時に決定しております。

すべての金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定される区分に分類される場合を除き、公正価値に取
引コストを加算した金額で測定しております。

金融資産は、以下の要件をともに満たす場合には、償却原価で測定される金融資産に分類しております。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルに基づい

て、資産が保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが特

定の日に生じる。
償却原価で測定される金融資産以外の金融資産は、公正価値で測定される金融資産に分類しております。
資本性金融商品は、原則としてその他の包括利益を通じて公正価値で測定されるものへの取消不能な指定

をしております。公正価値で測定される負債性金融商品は、事業モデルの目的が契約上のキャッシュ・フロ
ーの回収と金融資産の売却の両方によって達成されている場合、その他の包括利益を通じて公正価値で測定
する金融資産に分類しております。

－ 22 －
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*連結注記表タイトル*、*連結計算書類作成のための基本となる重要な事項*

（ⅱ）事後測定
　金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下の通り測定しております。
(a）償却原価により測定される金融資産

償却原価により測定される金融資産については、実効金利法による償却原価により測定しております。
実効金利は、当該金融資産の予想残存期間を通じての、将来の現金受取額の見積額を、正味帳簿価額ま

で正確に割り引く利率です。実効金利法による利息収益は純損益に認識し、連結損益計算書上「金融収
益」に含めて計上しております。償却原価で測定する金融資産の認識を中止した場合、資産の帳簿価額と
受け取った対価又は受取可能な対価との差額は純損益として認識しており、連結損益計算書上「その他の
収益」又は「その他の費用」に含めて計上しております。

(b）公正価値により測定される金融資産
デリバティブ以外の公正価値により測定される金融資産の公正価値の変動額及び処分損益は純損益とし

て認識しており、連結損益計算書上「その他の収益」又は「その他の費用」に含めて計上しております。
ただし、その他の包括利益を通じて公正価値で測定すると指定したものについては、公正価値の変動額及
び処分損益はその他の包括利益として認識しており、その累計額はその他の資本の構成要素に認識後、利
益剰余金に振替えております。なお、当該金融資産からの配当金については、連結損益計算書上「金融収
益」の一部として純損益に認識しております。

（ⅲ）金融資産の減損
償却原価により測定される金融資産、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される負債性金融商品及

びリース債権に係る予想信用損失について、貸倒引当金を認識しております。
当社グループは、期末日ごとに、当初認識時と比べた信用リスクの著しい増大の有無を検証しておりま

す。なお、当社グループは、特定の金融資産が報告日現在で信用リスクが低いと判断される場合には、当該
金融商品に係る信用リスクが当初認識時以降に著しく増大していないと評価しております。

金融資産に係る信用リスクが当初認識時以降に著しく増大している場合又は信用減損金融資産について
は、全期間の予想信用損失を貸倒引当金として認識しております。著しく増大していない場合には、12ヶ
月間の予想信用損失を貸倒引当金として認識しております。予想信用損失は、契約に基づいて受け取るべき
契約上のキャッシュ・フローと受け取ると見込んでいるキャッシュ・フローとの差額の割引現在価値に基づ
いて測定しております。

当社グループは、ある金融資産の全体又は一部分を回収するという合理的な予想を有していない場合に
は、金融資産の総額での帳簿価額を直接減額しております。

なお、営業債権及びリース債権については当初認識時から全期間の予想信用損失を認識しております。
金融資産に係る損失評価引当金の繰入額又は貸倒引当金を減額する場合における、貸倒引当金の戻入額

は、連結損益計算書上「その他の費用」又は「その他の収益」に含めて純損益で認識しております。
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（ⅳ）金融資産の認識の中止
当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅する、又は当社グルー

プが金融資産の所有のリスクと経済価値のほとんどすべてを移転する場合において、金融資産の認識を中止
しております。当社グループが、移転した当該金融資産に対する支配を継続している場合には、継続的関与
を有している範囲において、資産に対する留保持分及び関連して支払う可能性がある負債を認識いたしま
す。

②　金融負債
（ⅰ）当初認識及び測定

当社グループは、デリバティブ以外のすべての金融負債について、償却原価で測定される金融負債に分類
しております。

すべての金融負債は公正価値で当初測定しておりますが、デリバティブを除いて直接帰属する取引コスト
を控除した金額で測定しております。

（ⅱ）事後測定
デリバティブ以外の金融負債の当初認識後の測定は、実効金利法による償却原価で測定しております。実

効金利法による利息費用は、連結損益計算書上「金融費用」として、認識が中止された場合の利得及び損失
は、「その他の収益」又は「その他の費用」に含めてそれぞれ純損益として計上しております。

（ⅲ）金融負債の認識の中止
当社グループは、金融負債が消滅したとき、すなわち、契約中に特定された債務が免責、取消し、又は失

効となった時に、金融負債の認識を中止いたします。

③　金融資産及び金融負債の表示
金融資産及び金融負債は、当社グループが残高を相殺する法的に強制可能な権利を現在有し、かつ純額で決

済するか又は資産の実現と負債の決済を同時に行う意図を有する場合にのみ相殺し、連結財政状態計算書上で
純額で表示しております。
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④　ヘッジ会計及びデリバティブ
デリバティブは、デリバティブ契約が締結された日の公正価値で当初認識し、当初認識後は各報告期間の末

日の公正価値で再測定されます。
当社グループは、認識されている金融資産と負債及び将来の取引に関するキャッシュ・フローを確定するた

め、為替予約などのデリバティブを利用しております。グループ内規程に基づき、投機目的、ディーリング目
的のデリバティブは保有しておりません。

なお、上記デリバティブについて、ヘッジ目的で保有しているが、ヘッジ会計の要件を満たしていないもの
もあり、それらについては公正価値の変動は即時に純損益として認識し、連結損益計算書上「その他の収益」
又は「その他の費用」に含めております。ただし、財務活動に係るデリバティブについての公正価値の変動は
連結損益計算書上「金融収益」又は「金融費用」に含めております。なお、キャッシュ・フロー・ヘッジの公
正価値の変動の有効部分はその他の包括利益として認識しております。

ヘッジの開始時点においては、ヘッジ関係がヘッジ会計の適格要件を満たすかどうかを評価するために、リ
スク管理目的や様々なヘッジ取引を行うための戦略に従い、ヘッジ手段とヘッジ対象の関係について文書化し
ています。さらに、ヘッジの開始時及び継続的に、ヘッジ手段がヘッジされるリスクに起因するヘッジ対象の
キャッシュ・フローの変動を相殺するのに有効であるかどうかを評価しております。

具体的には、下記項目のすべてを満たす場合においてヘッジが有効と判断しております。
（ⅰ）ヘッジ対象とヘッジ手段との間に経済的関係があること
（ⅱ）信用リスクの影響が、経済的関係から生じる価値変動に著しく優越するものではないこと
（ⅲ）ヘッジ関係のヘッジ比率が実際に使用しているヘッジ対象とヘッジ手段の数量から生じる比率と同じで

あること
ヘッジ関係がヘッジ比率に関するヘッジ有効性の要求に合致しなくなったとしても、リスク管理目的が変わ

っていない場合、ヘッジの要件を再び満たすようにヘッジ関係のヘッジ比率を調整しております。
予定取引に対してキャッシュ・フロー・ヘッジを適用するのは、当該予定取引の発生可能性が非常に高い場

合に限ります。
ヘッジ会計の適格要件を満たすヘッジ関係については以下のように会計処理しております。
キャッシュ・フロー・ヘッジ

当社グループは、ヘッジ会計の手法としてキャッシュ・フロー・ヘッジのみを行っております。
ヘッジ手段に係る公正価値の変動額のうち、有効部分であるキャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金はその他

の包括利益として認識し、非有効部分は連結損益計算書において即時に純損益として認識しております。
ヘッジされた予定取引がその後に非金融資産もしくは非金融負債の認識を生じる場合、又は、非金融資産

もしくは非金融負債に係るヘッジされた予定取引が、公正価値ヘッジが適用される確定約定となった場合、
キャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金を直接、当該資産又は負債の当初原価又はその他の帳簿価額に振替えて
おります。
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上記以外のキャッシュ・フロー・ヘッジに係るキャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金は、ヘッジされた予想
将来キャッシュ・フローが純損益に影響を与えるのと同じ期間に、純損益に振替えております。

ただし、当該金額が損失であり、当該損失の全部又は一部が将来の期間において回収されないと予想する
場合には、回収が見込まれない金額を、直ちに純損益に振替えております。

ヘッジ会計を中止する場合、キャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金は、ヘッジされた将来キャッシュ・フロ
ーの発生が依然見込まれる場合には、当該キャッシュ・フローが発生するまでキャッシュ・フロー・ヘッジ
剰余金に残し、ヘッジされた将来キャッシュ・フローの発生がもはや見込まれない場合には、純損益に直ち
に振替えております。

5）現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されておりま
す。

6）棚卸資産
棚卸資産は、取得原価又は正味実現可能価額のいずれか低い金額で計上されます。正味実現可能価額とは、通

常の事業の過程における見積売価から、完成までに要する見積原価及び販売に要する見積費用を控除した額であ
ります。棚卸資産の取得原価には、購入原価、加工費及び棚卸資産の現在の保管場所及び状態に至るまでに要し
たすべてのコストを含んでおり、主に加重平均法に基づいて算定されております。
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7）有形固定資産
有形固定資産は、原価モデルを適用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額で表

示しております。
有形固定資産の取得原価には、当該資産の取得に直接関連するコスト、解体・除去及び土地の原状回復費用、

及び資産計上すべき借入コストが含まれております。
土地及び建設仮勘定以外の各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で計上されてお

ります。主要な資産項目ごとの見積耐用年数は以下の通りであります。
・建物及び構築物　　　 3 ～60年
・機械装置　　　　　　 3 ～20年
・工具、器具及び備品　 2 ～20年
なお、見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は各年度末に見直しを行い、必要に応じて改定しておりま

す。
有形固定資産は、処分時、もしくは継続的な使用又は処分から将来の経済的便益が期待されなくなった時に認

識を中止しております。有形固定資産の認識の中止から生じる利得又は損失は、当該資産の認識の中止時に純損
益に含めており、連結損益計算書上「その他の収益」又は「その他の費用」に含めて計上しております。

8）投資不動産
投資不動産とは、賃貸収入又はキャピタル・ゲイン、もしくはその両方を得ることを目的として保有する不動

産であります。
当社グループは、投資不動産の測定に「原価モデル」を採用しております。投資不動産の当初認識は取得原価

によって行われ、その後は減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した帳簿価額で表示しております。
投資不動産の減価償却は、以下の見積耐用年数にわたり、定額法により計算しております。
建物及び構築物　　　　 3 ～60年
見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、毎期見直しを行い、必要に応じて改定しております。
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9）のれん及び無形資産
①　のれん

子会社の取得により生じたのれんは、無形資産に計上しております。
当社グループは、のれんを取得日時点で測定した取得対価、非支配持分の金額、及び取得企業が以前に保有

していた被取得企業の資本持分の公正価値の合計額から、取得日時点における識別可能な取得資産及び引受負
債の純認識額を控除した額として測定しております。

また、のれんは取得原価から減損損失累計額を控除した帳簿価額にて計上しており、償却は行わず、少なく
とも年１回、又は減損の兆候が存在する場合にはその都度減損テストを実施しております。のれんの減損損失
は連結損益計算書において純損益として「その他の費用」に含めて計上しており、その後ののれんの減損損失
の戻入れは、行っておりません。

②　開発費の資産化
新しい科学的又は技術的知識の獲得のために行われる研究活動に対する支出は、発生時に費用計上しており

ます。開発活動による支出については、以下のすべての条件を満たしたことを立証できる場合にのみ、資産計
上しております。
(a) 使用又は売却できるように無形資産を完成させることの技術上の実行可能性
(b) 無形資産を完成させ、さらにそれを使用又は売却するという企業の意図
(c) 無形資産を使用又は売却できる能力
(d) 無形資産が蓋然性の高い将来の経済的便益を創設する方法
(e) 無形資産の開発を完成させ、さらにそれを使用又は売却するために必要となる、適切な技術上、財務上、

及びその他の資源の利用可能性
(f) 開発期間中の無形資産に起因する支出を信頼性をもって測定できる能力

自己創設無形資産の当初認識額は、無形資産が上記の認識条件のすべてを満たした日から開発完了までに発
生したコストの合計額であります。償却は、開発に費やした資金が回収されると見込まれる期間（２～５年）
で定額法により行い、当該償却累計額及び減損損失累計額を当初認識額より控除した金額で連結財政状態計算
書に計上しております。

なお、上記の資産計上の要件を満たさない開発コスト及び研究活動に関する支出は、発生時に費用処理して
おります。
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③　その他の無形資産
個別に取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定されます。また、企業結合で取得した無形資産

は、取得日の公正価値で測定されます。
のれん以外の無形資産は、当初認識後、それぞれの見積耐用年数にわたって定額法で償却され、取得原価か

ら償却累計額及び減損損失累計額を控除した帳簿価額で計上されます。主要な無形資産の見積耐用年数は以下
の通りであります。

・ソフトウエア　　　 2 ～ 5 年
・特許権　　　　　　 8 ～10年
・顧客関連資産　　　    　15年
見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は各年度末に見直しを行い、必要に応じて改定しております。
なお、耐用年数を確定できない無形資産については、取得原価から減損損失累計額を控除した帳簿価額にて

計上しており、償却は行わず、少なくとも年１回、又は減損の兆候が存在する場合にはその都度減損テストを
実施しております。

無形資産は、処分時、もしくは継続的な使用又は処分から将来の経済的便益が期待されなくなった時に認識
を中止しております。無形資産の認識の中止から生じる利得又は損失は、当該資産の認識の中止時に純損益と
して認識しており、連結損益計算書上「その他の収益」又は「その他の費用」に含めて計上しております。

10）売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業
当社グループは、継続的な使用ではなく、売却により回収が見込まれる非流動資産及び処分グループのうち、

１年以内に売却する可能性が非常に高く、かつ現在の状態で即時に売却可能で、当社グループの経営者が売却を
確約しているものについては、売却目的で保有する非流動資産及び処分グループとして分類し、減価償却又は償
却は行わず、帳簿価額と売却コスト控除後の公正価値のうち、いずれか低い方の金額で測定しております。

非継続事業には、既に処分されたか又は売却目的保有に分類された企業の構成要素が含まれ、当社グループの
一つの事業もしくは地域を構成し、その一つの事業もしくは地域の処分の計画がある場合に認識しております。
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11）リース
(借手側)

当社グループは、契約の締結時に契約がリースであるか又はリースを含んでいるかを判定しております。契約
が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合には、当該契約はリース
であるか又はリースを含んでいると判定しております。

契約がリースであるか又はリースを含んでいると判定した場合、リース開始時に使用権資産及びリース負債を
認識しております。リース負債は未払リース料総額の現在価値で測定し、使用権資産は、リース負債の当初測定
の金額に、開始日以前に支払ったリース料等、借手に発生した当初直接コスト及びリースの契約条件で要求され
ている原状回復等のコストを調整した取得原価で測定しております。

当初認識後は、使用権資産は耐用年数とリース期間のいずれか短い年数にわたって、定額法で減価償却を行っ
ております。

リース料は、利息法に基づき金融費用とリース負債の返済額に配分し、金融費用は連結損益計算書において認
識しております。

ただし、リース期間が12ヶ月以内の短期リース及び原資産が少額のリースについては、使用権資産及びリー
ス負債を認識せず、リース料をリース期間にわたって、定額法又は他の規則的な基礎のいずれかにより費用とし
て認識しております。

(貸手側)
当社グループは、リースをオペレーティング・リース又はファイナンス・リースのいずれかに分類しておりま

す。原資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんどすべてを移転する場合には、ファイナンス・リースに分類
し、原資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんどすべてを移転するものではない場合には、オペレーティン
グ・リースに分類しております。

ファイナンス・リース取引においては、リース開始日に、ファイナンス・リースに基づいて所有している資産
を連結財政状態計算書に認識し、それらを正味リース投資未回収額に等しい金額で債権として計上しておりま
す。

オペレーティング・リース取引においては、対象となる資産を連結財政状態計算書に計上しており、受取リー
ス料は連結損益計算書においてリース期間にわたって定額法により収益として認識しております。
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12）非金融資産の減損
棚卸資産及び繰延税金資産を除く当社グループの非金融資産の帳簿価額は、期末日ごとに各資産又は資産が属

する資金生成単位（又はそのグループ）に対して、減損の兆候の有無を判定しております。減損の兆候が存在す
る場合は、減損テストを実施しております。減損テストの実施単位である資金生成単位（又はそのグループ）に
ついては、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから独立したキャッシュ・フローを生成させるもの
として識別される資産グループの最小単位（又はそのグループ）としております。合理的で一貫性のある配分方
法が識別できる場合、全社資産についても、個々の資金生成単位に配分されております。のれん及び耐用年数を
確定できない無形資産については、適切な資金生成単位に配分し、減損の兆候に関わらず、少なくとも年１回、
又は減損の兆候がある場合にはその都度減損テストを実施しております。

資産又は資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と売却コスト控除後の公正価値のうちいずれか高い方の金
額としております。使用価値の算定において、見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間的価値及び当該資産
に固有のリスクを反映した税引前割引率を用いて現在価値に割り引いております。売却コスト控除後の公正価値
の算定については、利用可能な公正価値指標に裏付けられた適切な評価モデルを使用しています。

減損損失は、資産又は資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を超過する場合に当該超過額を認識しており、
連結損益計算書上「その他の費用」に含めて計上しております。資金生成単位（又はそのグループ）に関連して
認識した減損損失は、まず、その単位に配分されたのれんの帳簿価額を減額するように配分し、のれんの帳簿価
額を超過する減損損失については、資金生成単位（又はそのグループ）内のその他の資産の帳簿価額を比例的に
減額するようにしております。

減損損失の戻入れは、過去に認識した減損損失を戻入れる可能性を示す兆候が存在し、回収可能価額の見積り
を行った結果、回収可能価額が帳簿価額を上回る場合に行っております。戻入れる金額は、減損損失を認識しな
かった場合の帳簿価額から必要な減価償却費及び償却額を控除した後の帳簿価額を超えない金額を上限としてお
ります。なお、のれんに関連する減損損失は戻入れいたしません。

13）借入コスト
意図した使用又は販売が可能となるまでに相当の期間を要する資産に関して、その資産の取得、建設又は製造

に直接起因する借入コストは、当該資産の取得原価の一部として資産化しております。その他の借入コストはす
べて、発生した期間に純損益として認識しております。
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14）従業員給付
①　退職後給付

当社及び一部の連結子会社は、従業員の退職給付制度として、確定給付制度と確定拠出制度を採用しており
ます。

確定拠出制度は、雇用主が一定額の掛金を他の独立した企業に拠出し、その拠出額以上の支払について法的
又は推定的債務を負わない退職給付制度であり、確定給付制度は、確定拠出制度以外の退職給付制度でありま
す。

当社及び一部の連結子会社は、確定給付制度債務の現在価値及び関連する当期勤務費用を、主として年金数
理人により予測単位積増方式を用いて算定しております。

割引率は、将来の毎年度の給付支払見込日までの期間を基に割引期間を設定し、割引期間に対応した期末日
時点の優良社債の市場利回りに基づき算定しております。

確定給付制度に係る負債又は資産は、確定給付制度債務の現在価値から制度資産の公正価値を控除して算定
し、連結財政状態計算書上「退職給付に係る負債」として、又は「その他の非流動資産」に含めて計上してお
ります。この計算により積立超過がある場合は、制度からの返還又は制度への将来掛金の減額の形で利用可能
な経済的便益の現在価値を上限として、資産として計上しております。

また、他の当事者が確定給付制度債務の決済のために必要とされる一部又はすべての支出を補填することが
ほぼ確実な場合には、当該補填の権利を資産として認識しており、連結財政状態計算書上、「保険積立金」の
一部として「その他の非流動資産」に含めて計上しております。

確定給付制度の再測定による差額は、発生した期においてその他の包括利益として一括認識し、直ちにその
他の資本の構成要素から利益剰余金に振替えております。

制度改定又は縮小により生じた確定給付制度債務の現在価値の変動である過去勤務費用は、発生した期の純
損益として認識しております。

確定拠出型の退職給付に係る費用は、従業員が関連するサービスを提供した時点で費用として認識しており
ます。

②　短期従業員給付
短期従業員給付については、割引計算は行わず、関連するサービスが提供された時点で費用として計上して

おります。
従業員から過去に提供された労働の対価として支払うべき現在の法的もしくは推定的な債務を負っており、

かつその金額が信頼性をもって見積りが可能な場合に、支払われると見積られる額を負債として認識しており
ます。

③　その他の従業員給付
退職後給付以外の長期従業員給付に対する債務は、従業員が過年度及び当年度において提供した労働の対価

として獲得した将来給付の見積額を現在価値に割り引くことによって算定しております。
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15）株式に基づく報酬
①　ストック・オプション制度

当社グループは、持分決済型の株式に基づく報酬制度として、ストック・オプション制度を採用しておりまし
たが、業績連動型株式報酬制度を導入したことに伴い、既に付与されているものを除いて本制度を廃止しており
ます。

 ②　業績連動型株式報酬制度
当社グループは、取締役等(社外取締役等は除く。)を対象とした持分決済型の株式に基づく報酬制度として、

業績連動型株式報酬を導入しております。持分決済型の株式報酬制度では、受領したサービスの対価を株式の付
与日における公正価値で測定し、付与日から権利確定期間にわたり費用として認識し、対応する金額を資本の増
加として認識しております。

16）引当金
引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが、現在の法的又は推定的債務を負っており、当該債務を

決済するために経済的資源の流出が生じる可能性が高く、当該債務の金額について信頼性のある見積りができる
場合に認識しております。引当金は、見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間的価値及び当該負債に特有のリ
スクを反映した税引前の利率を用いて現在価値に割り引いております。時の経過に伴う割引額の割戻しは金融費
用として認識しております。
①　資産除去債務

有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって、当該有形固定資産の除去に関する法令又は契約
上の義務を負う場合に、除去に要する将来予想される支出相当額を現在価値に割り引いた金額を連結財政状態
計算書上負債として認識するとともに、負債に対応する金額を有形固定資産及び投資不動産の一部として計上
しております。将来の見積費用及び適用された割引率は毎年見直され、修正が必要と判断された場合は当該科
目に加算又は控除しております。

②　製品保証引当金
販売製品のアフターサービス費用の支出に備えるため、将来発生すると見込まれるアフターサービス費用見

込額を過去の実績を基礎として計上しております。なお、製品保証引当金繰入額は、連結損益計算書上「販売
費及び一般管理費」に含めて表示しております。
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17）売上収益
当社グループでは、IFRS第15号の適用に伴い、以下の５ステップを適用することにより収益を認識しており

ます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ５：履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する。

当社グループは主に、プリンター、複合機等の通信・プリンティング機器、産業用プリンティング機器、工作
機械、工業用ミシン、減速機及び歯車、家庭用ミシン等の販売を行っており、このような物品販売においては、
通常は製品の引渡時点において顧客が当該物品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断
しており、当該製品の引渡時点で収益を認識しております。これらの製品に関連するコンテンツサービス・保
守・運用などの役務を顧客に対して提供する場合がありますが、これらの役務に関する履行義務については、基
本的に時の経過につれて充足されるため、当該契約期間に応じて収益を認識しております。

また、収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート及び返品などを控除した金額で
測定しております。

18）政府補助金
政府補助金は、補助金交付のための条件を満たし、補助金を受領することに合理的な保証がある場合は、補助

金収入を公正価値で測定し、認識しております。発生した費用に対する補助金は、費用の発生と同じ報告期間に
収益として計上しております。資産の取得に対する補助金は、繰延収益として認識し、関連する資産の耐用年数
にわたって純損益に認識しております。
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19）法人所得税
法人所得税は、当期税金及び繰延税金から構成されております。これらは、企業結合に関連するもの、及び直

接資本の部又はその他の包括利益で認識される項目を除き、純損益として認識しております。
当期税金は、税務当局に対する納付又は税務当局から還付が予想される金額で測定しております。税額の算定

にあたっては、当社グループが事業活動を行い、課税対象となる損益を稼得する国において、連結会計年度末日
までに制定又は実質的に制定されている税率及び税法に従っております。

繰延税金は、決算日における資産及び負債の会計上の帳簿価額と税務上の金額との一時差異、繰越欠損金及び
繰越税額控除に対して認識しております。なお、以下の一時差異に対しては、繰延税金資産及び負債を計上して
おりません。

・のれんの当初認識から生じる一時差異
・企業結合取引を除く、会計上の利益にも税務上の課税所得にも影響を与えず、かつ取引時に同額の将来加算

一時差異と将来減算一時差異とを生じさせない取引から発生する資産及び負債の当初認識により生じる一時
差異

・子会社及び関連会社並びに共同支配企業に対する投資に係る将来加算一時差異のうち、解消時期をコントロ
ールでき、かつ予測可能な期間内に一時差異が解消しない可能性が高い場合

・子会社及び関連会社並びに共同支配企業に対する投資に係る将来減算一時差異のうち、予見可能な期間内に
一時差異が解消されない可能性が高い場合

繰延税金負債は原則としてすべての将来加算一時差異について認識され、繰延税金資産は将来減算一時差異を
使用できるだけの課税所得が稼得される可能性が高い範囲内で、すべての将来減算一時差異について認識されま
す。

繰延税金資産の帳簿価額は毎期見直され、繰延税金資産の全額又は一部が使用できるだけの十分な課税所得が
稼得されない可能性が高い部分については、帳簿価額を減額しております。未認識の繰延税金資産は毎期再評価
され、将来の課税所得により繰延税金資産が回収される可能性が高くなった範囲内で認識されます。

繰延税金資産及び負債は、連結会計年度末日において制定されている、又は実質的に制定されている法定税率
及び税法に基づいて資産が実現する期間又は負債が決済される期間に適用されると予想される税率及び税法によ
って測定されます。

繰延税金資産及び負債は、当期税金負債と当期税金資産を相殺する法律上強制力のある権利を有し、かつ同一
の税務当局によって同一の納税主体に課されている場合、相殺しております。

法人所得税の不確実な税務ポジションについて、税法上の解釈に基づき税務ポジションが発生する可能性が高
い場合には、合理的な見積額を資産又は負債として認識しております。

当社及び一部の国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しております。
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20）１株当たり利益
基本的１株当たり当期利益は、親会社の普通株主に帰属する当期損益を、その期間の自己株式を調整した発行

済普通株式の加重平均株式数で除して計算しております。希薄化後１株当たり当期利益は、希薄化効果を有する
すべての潜在株式の影響を調整して計算しております。

21）株主資本
（普通株式）

普通株式は資本に分類し、「資本金」及び「資本剰余金」として連結財政状態計算書に計上しております。普
通株式及びストック・オプションの発行に直接関連して発生したコストは資本剰余金から控除しております。

（自己株式）
自己株式は取得原価で評価され、資本から控除しております。当社の自己株式の購入、売却又は消却において

利得又は損失は認識しておりません。なお、帳簿価額と売却時の対価との差額は、資本剰余金として認識されま
す。

22）配当
配当金については、取締役会により承認された日の属する期間の負債として認識しております。

23）公正価値の測定
特定の資産又は負債は、公正価値によって測定しております。当該資産又は負債の公正価値は、市場価格等の

情報や、マーケット・アプローチ、インカム・アプローチ、コスト・アプローチ等の算出技法に基づき、決定さ
れております。

公正価値の測定に使用されるインプットは、以下の３つのレベルがあります。

レベル１：活発な市場における同一の資産又は負債の市場価格
レベル２：レベル１以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価値
レベル３：観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値

レベル３に分類された金融商品の公正価値の測定は、グループ会計方針に準拠して、公正価値測定
の対象となる金融商品の性質、特徴及びリスクを最も適切に反映できる評価技法及びインプットを
用いて公正価値を測定しております。各報告期間の末日において実施した金融商品の公正価値の測
定結果は、上位役職者によるレビュー及び承認を得ております。
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*連結注記表タイトル*、*連結計算書類作成のための基本となる重要な事項*

(5) 重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断
IFRS会計基準に準拠した連結計算書類の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益

及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を行うことが要求されております。実際の業績は、これら
の見積りとは異なる場合があります。

見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを見
直した会計期間及びそれ以降の将来の会計期間において認識されます。

経営者が行った連結計算書類の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは以下の通りであります。
・連結の範囲（注記「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項　(4)会計方針に関する事項　1）

連結の基礎」）
・収益の認識と測定（注記「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項　(4)会計方針に関する事

項　17）売上収益」）
・営業債権その他の受取勘定の回収可能性（注記「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項　

(4)会計方針に関する事項　4）金融商品」及び注記「４．金融商品に関する注記」）
・棚卸資産の評価（注記「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項　(4)会計方針に関する事項　

6）棚卸資産」）
・固定資産の耐用年数及び残存価額の見積り（注記「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項　

(4)会計方針に関する事項　7）有形固定資産～11）リース」及び注記「５．投資不動産に関する注記」）
・使用権資産のリース期間（注記「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項　(4)会計方針に関

する事項　11）リース」）
・有形固定資産、使用権資産、無形資産（のれんを含む）及び投資不動産の減損（注記「１．連結計算書類作

成のための基本となる重要な事項　(4)会計方針に関する事項　12）非金融資産の減損」及び注記「２．連
結財政状態計算書に関する注記　(2）資産に係る減価償却累計額及び減損損失累計額」、「６．のれんの減
損に関する注記」）

・金融商品の公正価値（注記「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項　(4)会計方針に関する
事項　4）金融商品、23）公正価値の測定」及び注記「４．金融商品に関する注記」）

・繰延税金資産の回収可能性（注記「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項　(4)会計方針に
関する事項　19）法人所得税」）

・引当金の認識と測定（注記「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項　(4)会計方針に関する
事項　16）引当金」）

・確定給付制度債務の測定（注記「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項　(4)会計方針に関
する事項　14）従業員給付」）
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*連結財政状態計算書に関する注記*、*連結持分変動計算書に関する注記*

営業債権及びその他の債権 2,825百万円
その他の金融資産 16百万円

有形固定資産 322,508百万円
使用権資産 27,606百万円
のれん及び無形資産 221,913百万円
投資不動産 5,527百万円

２．連結財政状態計算書に関する注記
(1) 資産から直接控除した貸倒引当金

(2) 資産に係る減価償却累計額及び減損損失累計額

(3) 偶発債務
当社グループにおいて、重要な偶発債務はありません。

発行済株式の種類 当連結会計年度期首
の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
の株式数

普通株式 257,755千株 －千株 －千株 257,755千株

発行済株式の種類 当連結会計年度期首
の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
の株式数

普通株式 2,083千株 6,830千株 53千株 8,861千株

３．連結持分変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

(注)１. 普通株式の自己株式の株式数の増加6,830千株は、2025年５月９日開催の取締役会において決議された
自己株式の取得による増加6,667千株、2025年８月６日開催の取締役会において決議された役員報酬Ｂ
ＩＰ信託に対する信託金の追加拠出及び株式の追加取得による増加152千株、持分法適用関連会社が取得
した自己株式（当社株式）の当社帰属分10千株、単元未満株式の買取による増加０千株であります。

２. 普通株式の自己株式の株式数の減少53千株は、ストック・オプションの行使による減少24千株、役員報
酬ＢＩＰ信託が取締役等に対する交付による減少28千株であります。

3. 当連結会計年度末の自己株式の株式数には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式374千株が含まれ
ております。
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*連結財政状態計算書に関する注記*、*連結持分変動計算書に関する注記*

(3) 剰余金の配当に関する事項
①配当金支払額

2025年５月19日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・株式の種類 普通株式
・配当の原資 利益剰余金
・配当金の総額 12,813百万円
・１株当たり配当金額 50円
・基準日 2025年３月31日
・効力発生日 2025年６月４日
2025年11月10日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・株式の種類 普通株式
・配当の原資 利益剰余金
・配当金の総額 12,655百万円
・１株当たり配当金額 50円
・基準日 2025年９月30日
・効力発生日 2025年12月３日

(注) 2025年５月19日取締役会決議及び2025年11月10日取締役会決議による配当金の総額には、
それぞれ役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式に対する配当金12百万円、18百万円が含まれておりま
す。

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの（2026年５月
21日開催の取締役会において決議予定）
・株式の種類 普通株式
・配当の原資 利益剰余金
・配当金の総額 12,481百万円
・１株当たり配当金額 50円
・基準日 2026年３月31日
・効力発生日 2026年６月８日

(注) 2026年５月21日取締役会決議による配当金の総額には、
役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式に対する配当金18百万円が含まれております。

(4) 当連結会計年度末の新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式　584,100株
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*金融商品に関する注記*、*投資不動産に関する注記*

帳簿価額 公正価値
資産

償却原価で測定する金融資産
(1) 現金及び現金同等物 197,674 197,674
(2) 営業債権及びその他の債権 142,285 142,285
(3) その他の金融資産 14,634 14,621

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
(4) その他の金融資産 11,735 11,735

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品
(5) その他の金融資産 16,128 16,128

負債
償却原価で測定する金融負債

(6) 営業債務及びその他の債務 88,738 88,738
(7) 社債及び借入金 991 979
(8) その他の金融負債 29,784 29,784

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
(9) その他の金融負債 1,642 1,642

４．金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項
　当社グループは、資金運用については流動性の高い金融資産で運用し、短期的な運転資金は銀行借入により調
達しております。また、投資計画に照らして、必要な資金を長期借入金により調達しております。
　営業債権及びその他の債権に含まれる受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、経理規程に沿ってリス
ク低減を図っております。また、その他の金融資産に含まれる公正価値で評価される金融商品については、四半
期ごとに公正価値の把握を行っております。
　なお、デリバティブは経理規程に従い、ヘッジするリスクの対象の取引の元本の範囲で行うこととしておりま
す。

(2) 金融商品の公正価値等に関する事項
　2026年３月31日（当期の連結決算日）における金融商品の帳簿価額及び公正価値については、次の通りであ
ります。

（単位：百万円）
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*金融商品に関する注記*、*投資不動産に関する注記*

（注）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（(1)現金及び現金同等物、(2)営業債権及びその他の債権、(3)その他の金融資産、(6)営業債務及びその他の債務、
(8)その他の金融負債）
　短期間で決済されるものについては、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。その他については、将来キャッシュ・フローを期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現
在価値等により算定しております。公正価値の測定ではレベル２に分類しております。

（(4)その他の金融資産、(5)その他の金融資産、(9)その他の金融負債）
　上場株式及び社債の公正価値については、期末日の市場価格によって算定し、公正価値の測定では活発な市場が
存在するか否かによりレベル１又はレベル２に分類しております。非上場株式等の公正価値については主としてマ
ルチプル法又は時価純資産法により算定し、公正価値の測定ではレベル３に分類しております。非上場株式の公正
価値測定にあたっては、評価倍率等の観察可能でないインプットを用いております。レベル３の金融商品に係る公
正価値の測定は、関連する社内規程に従い実施しております。公正価値の測定に際しては、対象となる金融商品の
性質、特徴及びリスクを最も適切に反映できる評価技法及びインプットを用いております。また、公正価値の測定
結果については上位役職者のレビューを受けております。経常的に公正価値で測定されるレベル３に分類される金
融商品の公正価値の測定に関する重要な観察可能でないインプットは、EBIT倍率及び純資産倍率であります。当連
結会計年度の公正価値の測定に用いられたEBIT倍率は7.0倍～20.3倍であり、純資産倍率は0.8倍～3.1倍でありま
す。公正価値はEBIT倍率又は純資産倍率の上昇（低下）により増加（減少）します。
　レベル３に分類される金融商品について、観察可能でないインプットを合理的に考え得る代替的な仮定に変更し
た場合の公正価値の増減は重要ではありません。
　デリバティブ等は、取引先金融機関等から提示された金利及び為替等の観察可能な市場データに基づいて算定し
ております。観察可能な市場データを利用して公正価値を算出しているため、公正価値の測定ではレベル２に分類
しております。

（(7)社債及び借入金）
　社債及び借入金は、将来キャッシュ・フローを新規に同様の契約を実行した場合に想定される利率で割り引いた
現在価値により算定しております。観察可能な市場データを利用して公正価値を算出しているため、公正価値の測
定ではレベル２に分類しております。
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*金融商品に関する注記*、*投資不動産に関する注記*

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
百万円 百万円 百万円 百万円

資産：
純損益を通じて公正価値で測定する金融
資産

その他の金融資産 － 3,082 8,653 11,735
その他の包括利益を通じて公正価値で測
定する金融資産

その他の金融資産 14,927 － 1,200 16,128
 合計 14,927 3,082 9,854 27,864

負債：
純損益を通じて公正価値で測定する金融
負債

その他の金融負債 － 1,642 － 1,642
 合計 － 1,642 － 1,642

(3) 金融商品の公正価値のレベルごとの内訳等に関する事項
①　経常的に公正価値で測定されている金融商品

ａ．公正価値ヒエラルキー

当連結会計年度（2026年３月31日）
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*金融商品に関する注記*、*投資不動産に関する注記*

決算日時点での公正価値測定
純損益を通じて公正
価値で測定する金融
資産

その他の包括利益を
通じて公正価値で測
定する金融資産

合計

百万円 百万円 百万円
期首残高 6,886 1,645 8,531
利得及び損失合計 937 101 1,039

純損益（注）１ 937 － 937
その他の包括利益（注）２ － 101 101

購入 1,022 57 1,079
企業結合による変動 － 8 8
売却等 － △61 △61
外貨換算差額 － 0 0
売却目的で保有する資産への振替 △74 △550 △625
その他 △119 － △119
期末残高 8,653 1,200 9,854

ｂ．レベル３の金融資産の増減
　レベル３に分類された公正価値で測定される金融商品の当期首から当期末までの変動は、以下の通りで
あります。

当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（注）１. 純損益に含まれている利得及び損失は、決算日時点の純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に関する
ものであります。これらの利得及び損失は、連結損益計算書の「その他の収益」及び「その他の費用」に含
まれております。これらの利得及び損失のうち、当連結会計年度末において保有する金融資産に係るもの
は、937百万円であります。

２. その他の包括利益に含まれている利得及び損失は、決算日時点のその他の包括利益を通じて公正価値で測定
する金融資産に関するものであります。

－ 43 －



2026/05/22 13:31:27 / 25303981_ブラザー工業株式会社_招集通知

*金融商品に関する注記*、*投資不動産に関する注記*

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
百万円 百万円 百万円 百万円

資産：
その他の金融資産 － 14,621 － 14,621

 合計 － 14,621 － 14,621
負債：

社債及び借入金 － 979 － 979
その他の金融負債 － 29,784 － 29,784

 合計 － 30,763 － 30,763

②　公正価値で測定されていない金融商品
　公正価値で測定されていない金融商品について、測定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ
た公正価値測定額を、レベル１からレベル３まで分類しております。

当連結会計年度（2026年３月31日）

帳簿価額 公正価値
8,105 18,451

５．投資不動産に関する注記
(1) 投資不動産の状況に関する事項
　当社及び一部の子会社では、名古屋市その他の地域において、賃貸用のオフィスビル（土地を含む）を有して
おります。

(2) 投資不動産の公正価値に関する事項
（単位：百万円）

（注）１. 帳簿価額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
２. 投資不動産の公正価値は、主として、独立の外部鑑定人による評価に基づいて、類似資産の取引価格

を反映した市場取引価格等に基づき算定した金額であります。
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*のれんの減損に関する注記*

当連結会計年度
（2026年３月31日）

百万円
ドミノ 57,950
その他 2,627
合計 60,578

６．のれんの減損に関する注記
当社グループは、のれんについて、毎期又は減損の兆候がある場合には随時、減損テストを実施しております。
減損テストの回収可能価額は、使用価値に基づき算定しております。

企業結合で生じたのれんは、取得日に、企業結合から利益がもたらされる資金生成単位（又はそのグループ）に
配分しております。
のれんの帳簿価額の資金生成単位別内訳は以下の通りであります。

ドミノ事業におけるのれんの使用価値は、経営者が承認した今後５年度分の事業計画を基礎としたキャッシュ・
フローの見積額を、当該資金生成単位の税引前加重平均資本コスト（WACC）により現在価値に割り引いて算定し
ております。使用価値の算定に使用した税引前の割引率は、当連結会計年度において12.52％です。
将来キャッシュ・フローは、各製品が販売される市場において予測される市場の長期平均成長率等を基に見積っ

ております。事業の継続価値を算定するために使用した成長率は、当連結会計年度において3.3%～4.7%です。

なお、当連結会計年度において、回収可能価額が帳簿価額を8,251百万円上回っていますが、使用価値の基礎とな
っている主要な仮定が変更された場合に減損が発生するリスクがあります。当連結会計年度においては、仮に割引
率が0.54％上昇した場合又は事業の継続価値を算定するために使用した最終成長率が1.37％下落した場合、減損損
失が発生する可能性があります。

－ 45 －



2026/05/22 13:31:27 / 25303981_ブラザー工業株式会社_招集通知

*収益認識に関する注記*

報告セグメント

合計プリンティング
・アンド・

ソリューションズ

インダストリア
ル・プリンティ

ング
マシナリー ニッセイ

パーソナル
・アンド・
ホーム

その他

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

国内（日本） 37,490 6,251 9,794 14,304 2,949 18,154 88,945
米州 224,757 41,720 5,644 3,881 35,491 0 311,496
欧州 186,377 49,459 4,545 109 15,602 9 256,105
アジア他 83,955 30,600 24,023 1,544 5,960 40 146,126
中国 38,002 11,258 38,961 1,600 969 0 90,790
収益合計 570,583 139,291 82,969 21,441 60,973 18,204 893,464
リース 225 4,584 － 142 － 1,367 6,319
IFRS第15号
売上収益 570,357 134,706 82,969 21,298 60,973 16,837 887,144

７．収益認識に関する注記
(1) 収益の分解
　主たる地域市場と報告セグメントとの関連は以下の通りであります。なお、「ネットワーク・アンド・コンテ
ンツ事業」を非継続事業に分類し、当連結会計年度の報告セグメントから除外しております。

　当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（注）売上収益は顧客の所在地に基づき地域別に分解しております。

　当社グループの製品は、契約条件に照らし合わせて顧客が当該製品等に対する支配を獲得したと認められる時
点が契約の履行義務の充足時期であり、顧客への製品の納品時、検収時、または契約の諸条件などに基づき収益
を認識しております。これらの製品に関連する保守・運用などの役務を顧客に対して提供する場合があります
が、当該役務に関する履行義務については、基本的に時の経過につれて充足されるため、当該契約期間に応じて
収益を認識しております。また、販売数量や販売金額などの一定の目標の達成を条件としたリベートなどを付け
て販売する場合があります。その場合の取引価格は、顧客との契約において約束された対価からリベートなどの
見積りを控除した金額で算定しております。リベートなどの見積りは過去の実績などで算定しており、収益は重
大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲でのみ認識しております。
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*収益認識に関する注記*

2025年４月１日 2026年３月31日
百万円 百万円

顧客との契約で生じた債権 135,218 143,022
契約負債 9,827 12,076

(2) 契約残高
　顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高は以下の通りです。

　当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

　当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）に認識した収益のうち、期首現在の契約負債
残高に含まれていたものは7,131百万円であります。
　また、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありませ
ん。

(注)１. 契約負債は主に、顧客からの前受金に関連するものであります。
２. 契約負債について重要な変動はありません。

(3) 残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループにおいて、残存履行義務に配分した取引価格の総額に重要性はありません。
　なお、当社グループでは、IFRS会計基準第15号第121項を適用し、契約期間が１年以内もしくはIFRS会計基準
第15号第B16項の実務上の便法を適用する取引を開示対象外としております。また、顧客との契約から生じる対
価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

　当社グループはIFRS会計基準第15号第63項の実務上の便法を適用し、顧客に財またはサービスを提供した時点
から対価の支払が１年以内に行われる場合には、顧客と約束した対価について重大な金融要素の調整を行ってお
りません。
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*１株当たり情報に関する注記*

８．１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり親会社所有者帰属持分 3,066円67銭
(2) 基本的１株当たり当期利益 268円10銭

継続事業 248円16銭
非継続事業 19円93銭

(3) 希薄化後１株当たり当期利益 267円47銭
継続事業 247円58銭
非継続事業 19円89銭

(注) １株当たり親会社所有者帰属持分、基本的１株当たり当期利益及び希薄化後１株当たり当期利益の算定にお
いて、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式374,638株を自己株式として処理していることから、加重平
均株式数の算定において当該株式数を控除しております。
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*重要な後発事象に関する注記*

９．重要な後発事象に関する注記
(1) 子会社株式の譲渡
　当社は2025年12月24日に、保有する株式会社エクシング（以下、「エクシング」）の株式の70%を株式会社
U-NEXT HOLDINGS（以下、「U-NEXT HOLDINGS」）へ譲渡する旨の株式譲渡契約を締結し、2026年４月
１日に譲渡を完了いたしました。これにより、エクシングとその子会社は当社の連結子会社から除外されます。
当連結会計年度末においてエクシングとその子会社の資産及び負債を売却目的保有に分類された処分グループに
分類し、ネットワーク・アンド・コンテンツ事業は非継続事業に分類しております。

①　株式譲渡の理由
　ブラザーグループは、2025年度から2027年度までの３ヵ年を対象とした中期戦略「CS B2027」において、
長期的な企業価値の向上に向けて、事業ポートフォリオ変革を加速させることで、利益創出力を高めていくこと
を目指しております。中期戦略「CS B2027」では事業ごとの役割と投資方針を明確化しており、業務用通信カ
ラオケ機器「JOYSOUND」の製造・開発等を行うネットワーク・アンド・コンテンツ事業については「収益性
改革事業」と位置づけ、収益構造を見直し、安定した利益・キャッシュが創出できるよう、カラオケ店舗事業等
の事業譲渡を行う等の取り組みを進めてまいりました。
　斯かる中、当社が保有するエクシング株式の70％について、BtoC領域ではコンテンツラインアップを強みと
するコンテンツ配信サービス「U-NEXT」で500万人超の課金ユーザー基盤を有し、BtoB領域では全国を網羅し
た店舗・施設の顧客基盤やセールス／フィールドエンジニアリングリソースを強みに多種多様なサービスを提供
するU-NEXT HOLDINGSへ譲渡することで、業務用カラオケ事業、音楽・映像ソフト事業等を主業とするエクシ
ンググループ（エクシング及びその連結子会社により構成される企業グループをいいます。）の事業運営をU-
NEXT HOLDINGSと共同で推進することが、お客様満足度の更なる向上や、今後の事業発展に大きく寄与すると
の経営判断に基づき、今回の合意に至りました。

②　譲渡する相手会社の名称
　株式会社U-NEXT HOLDINGS

③　譲渡価額
　17,500百万円

　なお2027年３月期においてエクシングとその子会社が連結の範囲より除外される結果発生する非継続事業の支
配喪失に関連する損益については、支配喪失日に引き続き保有する残存持分を公正価値で再測定することに伴う
評価損益及び関連する税金費用を含み、具体的な影響額については精査中であります。
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*重要な後発事象に関する注記*2

(2) 自己株式の取得
　当社は、2026年５月８日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される
同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項について決議いたしました。

①　自己株式の取得を行う理由
　　株主還元と資本効率の向上、及び機動的な資本政策を遂行するため。

②　取得に係る事項の内容
(a) 取得する株式の種類　普通株式
(b) 取得する株式の総数　10,000,000株（上限）

　　　　　　　　　　　　（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合　4.02％）
(c) 取得価額の総額　　　20,000百万円（上限）
(d) 取得期間　　　　　　2026年５月11日～2027年４月30日
(e) 取得方法　　　　　　取引一任方式による東京証券取引所における市場買い付け

③　本自己株式取得後に保有する自己株式の扱い
　　本自己株式取得により保有する自己株式は、希薄化懸念の払拭のため、消却する方針です。

(3) 自己株式の消却
　当社は、2026年５月８日の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を決議いたし
ました。

①　消却に係る事項の内容
(a) 消却する株式の種類　　　普通株式
(b) 消却する株式の数　　　　7,307,400株

　　　　　　　　　　　　　　（消却前の発行済株式総数に対する割合　2.84％）
(c) 消却予定日　　　　　　　2026年６月１日
(d) 消却後の発行済株式総数　250,448,530株
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*その他の注記*企業結合、*その他の注記*非継続事業

10．その他の注記
(1) 企業結合
（取得による企業結合）

1）企業結合の概要
①　被取得企業の概要

被取得企業の名称：ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社
事業の内容　　　：グループ会社の経営管理、資産管理

※グループの主な事業内容：情報画像関連機器（大判インクジェットプリンター、3D
プリンター等）の開発・製造・販売、情報サービス、設計製図機器・光学式計測器及び
事務機器の製造・販売、不動産賃貸、スポーツケア用品等の販売等

②　支配獲得日
2026年３月30日

③　取得した議決権付資本持分の割合
88.01％

④　企業結合を行った理由
ブラザーグループは、2025年３月３日付で、中期戦略「CS B2027」（以下、「CS B2027」）を公表い

たしました。ブラザーグループは、CS B2027において各事業の役割を明確化し、事業ごとに設定された
重点指標に基づいた戦略を遂行しております。その中で、「成長事業」に位置付けたインダストリア
ル・プリンティング事業の産業用プリンターの事業戦略として、現在のガーメントプリンター等の市場
から近接の新規市場へ進出し、製品ラインアップ及びビジネス領域の拡大を目指しているところ、ＭＵ
ＴＯＨグループ（ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社及びその連結子会社により構成される企業グル
ープをいいます。）は当該市場において豊富な製品ラインアップとブランド力を有していることに加
え、両社の事業基盤強化による企業価値向上が可能であり、当該目標の実現に資すると考え、株式取得
により、連結子会社化いたしました。なお、本件は、CS B2027の重点テーマに記載の「成長事業への
集中投資」、「M&A、アライアンスを積極的に推進し、産業用領域の成長を実現する基盤・組織能力
を強化」、「インクジェット技術の総合的な強化と多様な用途への展開」の方針に合致しております。

⑤　被取得企業の支配の獲得方法
現金を対価とする株式取得
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*その他の注記*企業結合、*その他の注記*非継続事業

支配獲得日
（2026年３月30日）

百万円
支払対価

支払現金 30,802
取得対価の合計 30,802

取得資産及び引受負債の公正価値（注１）
流動資産 33,647
非流動資産 9,107
流動負債 8,250
非流動負債 1,187
取得資産及び引受負債の公正価値（純額） 33,317

非支配持分（注２） 3,994
のれん（注３） 1,479

2）取得日現在における支払対価、取得資産及び引受負債の公正価値と非支配持分

（注）１．取得した資産及び引き受けた負債については、当連結会計年度において取得対価の配分が完了し
ていないため、現時点で入手可能な情報に基づいて暫定的に算定しています。

２．非支配持分は、被取得企業の識別可能な純資産の公正価値に対する非支配株主の持分割合で測定
しています。

３．当該企業結合により生じたのれんの主な内容は、今後の事業展開によって期待される超過収益力
です。なお、税務上損金算入を見込んでいるのれんの金額はありません。

3）取得関連費用
当該企業結合に係る取得関連費用は442百万円であり、連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に計上

しています。

4）業績に与える影響
被取得企業は３月30日付で取得しており、IFRS会計基準に基づき取得日以降の業績を連結する必要が

ありますが、連結損益計算書に与える影響が軽微であると判断したため、当連結会計年度においては財政
状態計算書のみを連結し、連結損益計算書には被取得企業の業績は含まれていません。また、企業結合が
期首に実施されたと仮定した場合、当連結会計年度における当社グループの売上収益及び当期利益は、そ
れぞれ911,116百万円及び77,928百万円であったと算定されます。なお、当該情報は監査証明を受けて
いません。
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*その他の注記*企業結合、*その他の注記*非継続事業

（その他の企業結合）
ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社の取得を除く企業結合は、重要性が乏しいため、記載を省略しておりま

す。

当連結会計年度
（2026年３月31日）

百万円
売却目的で保有する資産

現金及び現金同等物 909
営業債権及びその他の債権 2,730
棚卸資産 2,384
有形固定資産 6,539
使用権資産 1,817
のれん及び無形資産 3,877
その他の金融資産（非流動） 2,442
繰延税金資産 1,512
その他の非流動資産 1,041
その他 1,442

 合計 24,697

(2) 非継続事業
1）非継続事業の概要

当社は2025年12月24日に、保有する株式会社エクシング（以下、「エクシング」）の株式の70%を
株式会社U-NEXT HOLDINGSへ譲渡する旨の株式譲渡契約を締結し、2026年４月１日に譲渡を完了いた
しました。これにより、エクシングとその子会社は当社の連結子会社から除外されます。当連結会計年度
末においてエクシングとその子会社の資産及び負債を売却目的保有に分類された処分グループに分類し、
ネットワーク・アンド・コンテンツ事業は非継続事業に分類しております。

2）売却目的保有に分類された処分グループ
売却目的で保有する資産及び売却目的で保有する資産に直接関連する負債の内訳は以下の通りでありま

す。
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*その他の注記*企業結合、*その他の注記*非継続事業

当連結会計年度
（2026年３月31日）

百万円
売却目的で保有する資産に直接関連する負債

営業債務及びその他の債務 1,988
その他の金融負債（流動） 1,271
その他の流動負債 2,915
その他の金融負債（非流動） 1,328
退職給付に係る負債 3,275
その他 1,675

 合計 12,454

当連結会計年度
（2026年３月31日）

百万円
非継続事業

売上収益 28,319
売上原価及び営業費用 △26,570
営業利益 1,748
金融損益 △13
非継続事業からの税引前利益 1,735
法人所得税費用 3,302
非継続事業からの当期利益 5,037

3）非継続事業の損益
非継続事業の損益は、以下の通りであります。
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*貸借対照表*

貸借対照表（2026年３月31日現在） (単位：百万円)

科目 当事業年度 前事業年度
(ご参考) 科目 当事業年度 前事業年度

 (ご参考)
(資産の部) (負債の部)
流動資産
現金及び預金
グループ預け金
受取手形
売掛金
棚卸資産
前払費用
未収消費税等
未収還付法人税等
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物
構築物
機械及び装置
車両及び運搬具
工具、器具及び備品
土地
建設仮勘定

無形固定資産
ソフトウエア
その他

投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
関係会社出資金
前払年金費用
繰延税金資産
その他
貸倒引当金　

111,173
12,751
2,783
2,340
49,373
25,828
3,181
5,229
3,019
6,665
－

487,726
45,757
23,873
1,330
8,635
65

5,970
4,991
890

16,949
13,807
3,141

425,019
20,491
357,971
22,759
11,491
4,187
8,128
△11　

129,126
33,742
2,384
1,842
53,844
23,606
3,377
5,145
－

5,882
△698

440,084
42,510
20,109
1,041
9,387
88

5,561
4,991
1,331

15,234
12,885
2,349

382,339
19,243
325,784
22,759
9,682
－

4,879
△10　

流動負債 133,653 94,576
買掛金 33,433 37,059
グループ預り金 25,773 20,938
短期借入金 48,017 7,824
未払金 5,153 3,755
未払費用 12,492 12,260
未払法人税等 351 5,687
賞与引当金 5,519 5,041
役員賞与引当金 85 88
製品保証引当金 948 936
その他 1,879 984

固定負債 3,372 5,410
長期未払金 443 75
繰延税金負債 － 2,184
資産除去債務 819 839
長期預り敷金保証金 721 721
株式給付引当金 527 426
その他 860 1,162

負債合計 137,026 99,987
(純資産の部)
株主資本 453,651 461,587

資本金 19,209 19,209
資本剰余金 16,114 16,114
資本準備金 16,114 16,114

利益剰余金 440,238 429,847
利益準備金 4,802 4,802
その他利益剰余金 435,436 425,045
固定資産圧縮積立金 3,348 3,546
別途積立金 217,000 217,000
繰越利益剰余金 215,087 204,498

自己株式 △21,911 △3,584
評価・換算差額等 7,371 6,744

その他有価証券評価差額金 7,371 6,744
新株予約権 849 891
純資産合計 461,873 469,223

資産合計 598,899 569,210 負債純資産合計 598,899 569,210
(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。) (前事業年度（ご参考）は、監査対象外です。)
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*損益計算書*

損益計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） (単位：百万円)

科目 当事業年度 前事業年度 (ご参考)

売上高 459,966 524,018
売上原価 385,138 412,863

売上総利益 74,828 111,155
販売費及び一般管理費 70,013 72,184

営業利益 4,814 38,970
営業外収益 28,405 48,555
受取利息及び受取配当金 27,478 47,342
為替差益 33 －
その他 893 1,212

営業外費用 6,633 2,119
支払利息 400 360
為替差損 － 70
デリバティブ評価損 5,781 1,313
貸倒引当金繰入額 1 △14
その他 450 390
経常利益 26,587 85,406

特別利益 4,829 99
固定資産売却益 8 2
投資有価証券売却益 1,336 97
貸倒引当金戻入額 3,484 －

特別損失 3,553 3,103
固定資産売却損 0 0
固定資産除却損 401 2,399
減損損失 1,786 －
投資有価証券評価損 6 －
関係会社債権放棄損 1,358 －
支払補償金 － 703
税引前当期純利益 27,863 82,401
法人税、住民税及び事業税 △1,353 6,578
法人税等調整額 △6,660 △15
当期純利益 35,877 75,838

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。) (前事業年度（ご参考）は、監査対象外です。)
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*株主資本等変動計算書*

科目

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

固定資産
圧縮積立金 別途積立金 繰越利益

剰余金

当期首残高 19,209 16,114 4,802 3,546 217,000 204,498

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △25,469

固定資産圧縮積立金の取崩 △198 198

当期純利益 35,877

自己株式の取得

自己株式の処分 △17

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 － － － △198 － 10,589

当期末残高 19,209 16,114 4,802 3,348 217,000 215,087

株主資本等変動計算書
当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（単位：百万円）

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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*株主資本等変動計算書*

科目
株主資本 評価・換算

差額等
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金

当期首残高 △3,584 461,587 6,744 891 469,223

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △25,469 △25,469

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

当期純利益 35,877 35,877

自己株式の取得 △18,456 △18,456 △18,456

自己株式の処分 129 112 112

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） 626 △41 585

事業年度中の変動額合計 △18,327 △7,935 626 △41 △7,350

当期末残高 △21,911 453,651 7,371 849 461,873

（単位：百万円）

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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*株主資本等変動計算書*

科目

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益
準備金

その他利益剰余金

固定資産
圧縮積立金

固定資産
圧縮特別勘定
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 19,209 16,114 4,802 3,426 363 217,000 154,065

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △25,623

固定資産圧縮積立金の積立 358 △358

固定資産圧縮積立金の取崩 △237 237

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 △363 363

当期純利益 75,838

自己株式の取得

自己株式の処分 △25

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 － － － 120 △363 － 50,432

当期末残高 19,209 16,114 4,802 3,546 － 217,000 204,498

前事業年度（ご参考）（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）
（単位：百万円）

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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*株主資本等変動計算書*

科目
株主資本 評価・換算

差額等
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金

当期首残高 △3,676 411,305 7,031 963 419,300

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △25,623 △25,623

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － －

当期純利益 75,838 75,838

自己株式の取得 △5 △5 △5

自己株式の処分 97 72 72

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） △287 △72 △359

事業年度中の変動額合計 92 50,282 △287 △72 49,923

当期末残高 △3,584 461,587 6,744 891 469,223

（単位：百万円）

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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*個別注記表*

個別注記表
（記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております）

１．重要な会計方針
(1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式　移動平均法による原価法
その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定)
・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

②デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。

③棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により

評価しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産 定率法

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物  3 ～50年
機械及び装置  4 ～12年
工具、器具及び備品  2 ～20年

②無形固定資産 定額法
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

特許権         8 年
ソフトウエア  2 ～ 5 年

(3) 引当金の計上基準
①貸倒引当金

期末現在に有する債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金
従業員の賞与の支給に充当するため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

③役員賞与引当金
役員の賞与の支給に充当するため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

④製品保証引当金
販売製品のアフターサービス費用の支出に備えるため、将来発生すると見込まれるアフターサービス費用見込

額を過去の実績と個別見積額に基づき計上しております。
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*個別注記表*

ヘッジ手段
通貨金利スワップ取引
金利スワップ取引

ヘッジ対象
外貨建借入金
借入金

⑤退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。なお、計算の結果、当事業年度末においては退職給付引当金が借方残高となったため、前払年金費用
として投資その他の資産に計上しております。

(イ）退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給

付算定式基準によっております。
(ロ）数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により費用処理して
おります。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により
按分した額をそれぞれ発生年度の翌事業年度から費用処理しております。

⑥株式給付引当金
株式交付規則に基づく取締役及び執行役員（社外取締役、非常勤の取締役及び国内非居住者を除く)への当社株

式の交付等に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額を計上しております。

(4) ヘッジ会計
①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。通貨金利スワップ取引について一体処理（特例処理、振当処理）の要件
を満たしている場合には一体処理を、金利スワップ取引について特例処理の条件を満たしている場合には特例処
理を採用しております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

③ヘッジ方針
通貨金利スワップ取引に関しては為替変動リスク及び金利変動リスクを回避するためのものであります。金利

スワップ取引に関しては、金利変動リスクを回避するためのものであります。
④ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変
動の累計を比較し、両者の変動額を基礎にして有効性を判断しております。

なお、一体処理の要件を満たしており、一体処理によっている通貨金利スワップ取引及び特例処理の要件を満
たしており、特例処理によっている金利スワップ取引については、有効性の評価を省略しております。
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*個別注記表*

(5) 収益及び費用の計上基準
　当社は、以下の５ステップを適用することにより収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ５：履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する。

　当社は主に、プリンター、複合機等の通信・プリンティング機器、工作機械、工業用ミシン、産業用プリンティ
ング機器、減速機及び歯車、家庭用ミシン、業務用通信カラオケシステム等の販売を行っており、このような物品
販売においては、通常は製品の引渡時点において顧客が当該物品に対する支配を獲得することから、履行義務が充
足されると判断しており、当該製品の引渡時点で収益を認識しております。これらの製品に関連するコンテンツサ
ービス・保守・運用などの役務を顧客に対して提供する場合がありますが、これらの役務に関する履行義務につい
ては、基本的に時の経過につれて充足されるため、当該契約期間に応じて収益を認識しております。なお、収益認
識に関する会計基準の適用指針第98項の要件を満たすものについては、出荷時に収益を認識しております。
　また、収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート及び返品などを控除した金額で測
定しております。

(6) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書
類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

②グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
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*個別注記表*

表示場所 当事業年度
貸借対照表：関係会社株式 195,579

商 品 及 び 製 品 3,990百万円
仕 掛 品 2,660
原 材料 及 び貯 蔵 品 19,178

合 　 　 　 計 25,828

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 152,188百万円

①　短期金銭債権 48,753百万円
②　短期金銭債務 103,498

２．会計上の見積りに関する注記
  ドミノプリンティングサイエンス株式の評価

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額
（単位：百万円）

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
ドミノプリンティングサイエンス社の株式の評価を行うにあたり、株式の実質価額を算出し、実質価額が著し

く低下し回復の可能性が見込めない状況にないことを確認しております。実質価額の算定にあたっては、超過収
益力等を反映しており、超過収益力は、連結計算書類に計上されているドミノ事業に係るのれんと同様の経営者
の見積要素が含まれます。(1)の金額の算出方法は、「連結注記表 ６. のれんの減損に関する注記」の内容と同一
であります。

３．収益認識に関する注記
（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報）

「1. 重要な会計方針 (5) 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

４．貸借対照表に関する注記
(1) 棚卸資産

棚卸資産の内訳は、次の通りであります。

(3) 関係会社に対する金銭債権債務

－ 64 －



2026/05/22 13:31:27 / 25303981_ブラザー工業株式会社_招集通知

*個別注記表*

① 売上高 405,020百万円
② 仕入高 310,959
③ その他営業費用 16,947
④ 営業取引以外の取引高 41,035

発行済株式の種類 当事業年度期首
株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

普通株式 1,732千株 6,820千株 53千株 8,499千株

５．損益計算書に関する注記
(1) 関係会社との取引高

(2) 貸倒引当金戻入額
貸倒引当金戻入額は、当社の関係会社への貸付金に対する貸倒引当金を戻し入れたものであります。

６．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

(注) １. 普通株式の自己株式の株式数の増加6,820千株は、2025年５月９日開催の取締役会において決議された自己株
式の取得による増加6,667千株、2025年８月６日開催の取締役会において決議された役員報酬ＢＩＰ信託に対
する信託金の追加拠出及び株式の追加取得による増加152千株、単元未満株式の買取による増加０千株でありま
す。

２. 普通株式の自己株式の株式数の減少53千株は、ストック・オプションの行使による減少24千株、役員ＢＩＰ信
託が取締役等に対する交付による減少28千株であります。

３. 当事業年度末の自己株式の株式数には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式374千株が含まれております。
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*個別注記表*

繰延税金資産
投資有価証券等評価損 8,902百万円
減価償却費 2,406
子会社株式の投資簿価修正 1,834
税務上の繰越欠損金 1,824
賞与引当金 1,738
退職給付信託設定有価証券 741
固定資産減損損失 619
棚卸資産評価損 538
未払費用 531
製品保証引当金 294
未払金 216
その他 1,153

繰延税金資産小計 20,796
評価性引当額 △5,758

評価性引当額小計 △5,758
繰延税金資産合計 15,038
繰延税金負債

前払年金費用 △3,619
その他有価証券評価差額金 △2,919
退職給付信託返還有価証券 △2,536
固定資産圧縮積立金 △1,539
未収還付事業税 △180
その他 △57

繰延税金負債合計 △10,850
繰延税金資産（△負債）の純額 4,187

７．税効果会計に関する注記
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(2) 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱

い」（実務対応報告第42号2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効
果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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*個別注記表*

種類 会社等の名称
議決権等の
所有
(被所有)
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社 ブラザーインターナショナル
コーポレーション（U.S.A.）

所有
　直接
　100％

当社製品の販売
P&S、IP、マシナ
リー、P&H事業
製品の販売

131,811 売掛金 11,531

子会社 ブラザーインターナショナル
（ヨーロッパ）

所有
　直接
　100％

当社製品の販売 P&S事業
製品の販売 112,317 売掛金 9,229

子会社 ブラザーインダストリーズ
（ベトナム）

所有
　直接
　100％

当社製品の仕入 P&S事業
製品の購入 130,574 買掛金 11,187

子会社 ブラザーインターナショナル㈱
所有
　直接
　100％

当社製品の販売 P&S、P&H
事業製品の販売 59,133 売掛金 5,179

子会社 ブラザーインダストリーズ
（フィリピン）

所有
　直接
　100％

当社製品の仕入 P&S事業
製品の購入 90,126 買掛金 7,957

子会社 ブラザー販売㈱
所有
　直接
　100％

当社製品の販売
資金の貸借

P&S、IP、マシナ
リー、P&H事業
製品の販売

26,558 売掛金 2,274

資金の預り
(注)3、4 7,960 グループ

預り金 8,851

利息の支払 49 － －

子会社 ブラザーファイナンス（U.K.）
所有
　直接
　100％

資金の貸借

資金の借入
(注)3、4 3,950 短期

借入金 36,000

利息の支払 49 － －

資金の預入
(注)４ 9,772 グループ

預け金 2,783

利息の受取 387 － －

子会社 兄弟（中国）商業有限公司
所有
　直接
　100％

当社製品の販売
資金の貸借

P&S、P&H
事業製品の販売 22,498 売掛金 2,615

資金の借入
(注)3、4 10,809 短期

借入金 12,017

利息の支払 175 － －

子会社 ㈱ニッセイ
所有
　直接
　100％

資金の貸借

資金の預り
(注)3、4 6,816 グループ

預り金 8,209

利息の支払 43 － －

８．関連当事者との取引に関する注記
 (単位：百万円)
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*個別注記表*

P&S：プリンティング・アンド・ソリューションズ　IP：インダストリアル・プリンティング
P&H：パーソナル・アンド・ホーム

(1) １株当たり純資産額 1,849円59銭
(2) １株当たり当期純利益 142円04銭

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) １. 事業の種類別セグメントの名称を、以下の通り省略しております。

２. 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。
３. 資金の借入及び預りについては、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。なお、担保・保証

の差入はありません。
４. 資金の借入、預入及び預りの取引金額は、期中平均残高であります。

９．１株当たり情報に関する注記
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*個別注記表2*

10．重要な後発事象に関する注記
(1) 子会社株式の譲渡

当社は2025年12月24日に、保有する株式会社エクシング(以下、「エクシング」)の株式の70%を株式会社U-
NEXT HOLDINGS（以下、「U-NEXT HOLDINGS」）へ譲渡する旨の株式譲渡契約を締結し、2026年４月１
日に譲渡を完了いたしました。

①　子会社株式の譲渡理由
ブラザーグループは、2025年度から2027年度までの３ヵ年を対象とした中期戦略「CS B2027」において、

長期的な企業価値の向上に向けて、事業ポートフォリオ変革を加速させることで、利益創出力を高めていくこと
を目指しております。中期戦略「CS B2027」では事業ごとの役割と投資方針を明確化しており、業務用通信カ
ラオケ機器「JOYSOUND」の製造・開発等を行うネットワーク・アンド・コンテンツ事業については「収益性
改革事業」と位置づけ、収益構造を見直し、安定した利益・キャッシュが創出できるよう、カラオケ店舗事業等
の事業譲渡を行う等の取り組みを進めてまいりました。
　斯かる中、当社が保有するエクシング株式の70％について、BtoC領域ではコンテンツラインアップを強みと
するコンテンツ配信サービス「U-NEXT」で500万人超の課金ユーザー基盤を有し、BtoB領域では全国を網羅し
た店舗・施設の顧客基盤やセールス／フィールドエンジニアリングリソースを強みに多種多様なサービスを提供
するU-NEXT HOLDINGSへ譲渡することで、業務用カラオケ事業、音楽・映像ソフト事業等を主業とするエクシ
ンググループ（エクシング及びその連結子会社により構成される企業グループをいいます。）の事業運営をU-
NEXT HOLDINGSと共同で推進することが、お客様満足度の更なる向上や、今後の事業発展に大きく寄与すると
の経営判断に基づき、今回の合意に至りました。

②　子会社株式譲渡の内容
(a) 譲渡株式銘柄　　　株式会社エクシング
(b) 譲渡日　　　　　　2026年４月１日
(c) 譲渡株式数　　　　48,969,000株
(d) 譲渡額　　　　　　17,500百万円
(e) 株式譲渡益　　　　10,950百万円

－ 69 －



2026/05/22 13:31:27 / 25303981_ブラザー工業株式会社_招集通知

*個別注記表3*、*個別注記表4*

(2) 自己株式の取得
　当社は、2026年５月８日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される
同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項について決議いたしました。

①　自己株式の取得を行う理由
　　株主還元と資本効率の向上、及び機動的な資本政策を遂行するため。

②　取得に係る事項の内容
(a) 取得する株式の種類　普通株式
(b) 取得する株式の総数　10,000,000株（上限）

　　　　　　　　　　　　（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合　4.02％）
(c) 取得価額の総額　　　20,000百万円（上限）
(d) 取得期間　　　　　　2026年５月11日～2027年４月30日
(e) 取得方法　　　　　　取引一任方式による東京証券取引所における市場買い付け

③　本自己株式取得後に保有する自己株式の扱い
　　本自己株式取得により保有する自己株式は、希薄化懸念の払拭のため、消却する方針です。

(3) 自己株式の消却
　当社は、2026年５月８日の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を決議いたし
ました。

①　消却に係る事項の内容
(a) 消却する株式の種類　　　普通株式
(b) 消却する株式の数　　　　7,307,400株

　　　　　　　　　　　　　　（消却前の発行済株式総数に対する割合　2.84％）
(c) 消却予定日　　　　　　　2026年６月１日
(d) 消却後の発行済株式総数　250,448,530株

11．その他の注記
（企業結合等に関する注記）

「連結注記表　10.その他の注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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*連結会計監査報告*

独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員 公認会計士 増 見 彰 則業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 杉 浦 野 衣業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 川 合 宏 海業 務 執 行 社 員

2026年５月20日
ブラザー工業株式会社

取 締 役 会　御中
有限責任監査法人　ト ー マ ツ

      名　古　屋　事　務　所

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ブラザー工業株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日ま

での連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表に
ついて監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、国際会計基準で求めら
れる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、ブラザー工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計
算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監

査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重
要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ
とが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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*連結会計監査報告*

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開

示項目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうか
を評価し、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した
会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての
判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を
喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事
項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、国際会計基準で求めら
れる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の
表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す
るために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して
責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害
要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員 公認会計士 増 見 彰 則業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 杉 浦 野 衣業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 川 合 宏 海業 務 執 行 社 員

2026年５月20日
ブラザー工業株式会社

取 締 役 会　御中
有限責任監査法人　ト ー マ ツ

       名　古　屋　事　務　所

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ブラザー工業株式会社の2025年４月１日から2026年３月

31日までの第134期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並び
にその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書
類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監

査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計
算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ
とが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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*会計監査報告*

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示す

ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない

かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての
判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を
表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害
要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 74 －



2026/05/22 13:31:27 / 25303981_ブラザー工業株式会社_招集通知

*監査役会の監査報告*

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第134期事業年度に係る取締役の職務の執行に関して、各監

査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(１) 監査役会は、監査の方針、監査計画、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受け

るほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(２) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画、職務の分担等に従い、インターネット

等を経由した手段も活用しながら、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の

整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ

て説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所に関して業務及び財産の状況を調査いたしました。

また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事

業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会

社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及

び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ

ム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求

め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを確認するとともに、会計監査人からその職

務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行わ

れることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業

会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、連結計算書類（連結財政状態計算書、連結損益計

算書、連結持分変動計算書及び連結注記表）並びに計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記

表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果

(１) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業

報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(２) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(３) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年（令和８年）５月20日

ブラザー工業株式会社　監査役会

監　査　役（常勤） 大 林 啓 造 ㊞
監　査　役（常勤） 山 田 健 司 ㊞
監　査　役 山 田 　 昭 ㊞
監　査　役 松 本 千 佳 ㊞
監　査　役 赤 松 育 子 ㊞

(注) 監査役 山田昭、松本千佳、赤松育子は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役であります。

以　上

－ 76 －


	表紙
	事業報告
	連結計算書類
	2
	企業結合
	非継続事業

	計算書類
	監査報告

